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建設行政を取り巻く最近の話題
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Ⅰ．建設業を巡る情勢
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公共事業関係費（政府全体）の推移
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当初 補正

9.5

減額補正
（執行停止分）

臨時・特別の措置
（8,503億円）社会資本整備事業特別会計の

廃止に伴う経理上の変更分
（6,167億円）を含む
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公共投資水準の国際比較

○ 日本の公共投資が減り続ける中、欧米は公共投資を増加
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日本 アメリカ

イギリス フランス

ドイツ 韓国

＜参考＞ 名目ＧＤＰの推移
（平成8年（1996年)を100とした割合）

■一般政府公的固定資本形成(注）の推移
（平成8年（1996年)を100とした割合）

（％）

（暦年）

（注）1 全て名目値を用いている。 2 2005年の英国については、英国原子燃料会社（BNFL）の資産・債務の中央政府への承継（約15,600百万ポンド）の影響を除いて
いる。

3 アメリカについては、2013年7月より採用された08SNAによるデータ、その他の国については、93SNAによるデータである。
資料）日本以外の国については、OECD Stat.Extracts 「National Accounts」、日本については、内閣府「2013年度国民経済計算（2005年基準・93SNA）（確報）より国土交
通省作成。

（暦年）

（注：国と地方公共団体の行う社会資本の新設、改良等。公営企業が行うものは含まれない。
また、用地費、補償費は含まれない。）

近畿地方整備局
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令和年度近畿地方整備局の予算規模

⚫ 近畿地方整備局の令和元年度当初予算は、約１兆１，９６６億円にのぼり、うち直轄事業費は、

約３，１３２億円、補助・交付金は、約８，７３１億円

※この他に、公共工事の施工時期の平準化等のための国庫債務負担行為(ゼロ国債:R1.R2)を約１０３億円計上

防災・減災、国

土強靭化のた

めの緊急対策

防災・減災、国

土強靭化のた

めの緊急対策

防災・減災、国

土強靭化のた

めの緊急対策

治 水 86,663 24,001 23,889 1,652 110,552 25,653 4,540 115,092

海 岸 3,710 1,120 0 0 3,710 1,120 0 3,710

道 路 整 備 181,439 12,853 58,353 0 239,792 12,853 5,712 245,504

港 湾 整 備 30,231 1,140 2,760 43 32,991 1,183 0 32,991

空 港 整 備 312 0 0 0 312 0 0 312

住 宅 対 策 0 0 34,257 1,824 34,257 1,824 0 34,257

市 街 地 整 備 0 0 16,201 300 16,201 300 0 16,201

都 市 水 環 境 整 備 5,256 119 0 0 5,256 119 80 5,336

下 水 道 0 0 4,732 0 4,732 0 0 4,732

国 営 公 園 等 4,475 0 0 0 4,475 0 0 4,475
社 会 資 本 整 備 総 合交 付金 0 0 273,515 7,804 273,515 7,804 0 273,515

防 災 ・ 安 全 交 付 金 0 0 459,408 99,935 459,408 99,935 0 459,408

官 庁 営 繕 1,108 0 0 0 1,108 0 0 1,108

合 計 313,193 39,233 873,115 111,558 1,186,308 150,791 10,332 1,196,640

合計
（歳出＋ゼロ国債）

直轄 補助
合計

（歳出）

国庫債務
負担行為

（ゼロ国債）

（単位：百万円）

（注１）国庫債務負担行為（ゼロ国債）は直轄事業のみに配分している。

（注２）計数はそれぞれ四捨五入しているため、端数において合計と一致しないものがある。

（注３）交付金事業費は、配分する国費をもとに推計したものである。

近畿地方整備局



令和元年度近畿地方整備局の予算規模

直轄事業費 約３，１３２ （億円）

令和元年度当初予算

補助・交付金 約８，７３１（億円）

⚫ 近畿地方整備局の令和元年度当初予算は、約１兆１，９６６億円にのぼり、うち直轄事業費は、

約３，１３２億円、補助・交付金は、約８，７３１億円

※この他に、公共工事の施工時期の平準化等のための国庫債務負担行為(ゼロ国債:R1.R2)を約１０３億円計上
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治水

867

海岸

37道路整備

1,814

港湾

整備

302

空港整備 3

都市水環境

整備 53
国営公園等

45 官庁営繕

11 治水 239

道路整備 584 港湾整備 28

住宅対策

343

市街地整備

162

下水道 47

社会資本整備

総合交付金

2,735

防災・

安全交付金

4,594

近畿地方整備局



近畿地方整備局の予算推移

○平成３０年度第２次補正から「防災・減災、国土強靱化のための３ヶ年緊急対策」を行うための所要

の予算が計上され、令和元年度当初予算は、対前年度比で約１．１７の伸び。
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当初 予備費 補正
防災・減災、国土強靱化のための３ヶ年緊急対策

当初 予備費 補正

防災・減災、国土強靱化のための３ヶ年緊急対策

地域自主

（1,219） （1,116）

近畿地方整備局予算推移（直轄事業）

近畿地方整備局予算推移（補助・交付金）

（ 単位：億円 ）

（ 単位：億円 ）

1.17
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防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策

○本対策は、「重要インフラの緊急点検の結果及び対応方策」（平成30年11月27日）のほか、既往点検の結果等を踏まえ、
・防災のための重要インフラ等の機能維持
・国民経済・生活を支える重要インフラ等の機能維持

の観点から、特に緊急に実施すべきソフト・ハード対策について、３年間で集中的に実施するもの。

河道掘削・樹木伐採（河川） 法面対策（道路）

伐採前

１．基本的な考え方

２．「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（国土交通省関係）の概要

３．本対策の期間と達成目標

○期間：2018年度～2020年度の３年間
○達成目標：防災・減災、国土強靱化を推進する観点から、対策を完了（概成）または大幅に進捗させる。

伐採後

従前

堤防の強化対策のイメージ 密集市街地における避難路の整備

✓ 堤防決壊が発生した場合に湛水深
が深く、特に多数の人命被害等が
生じる恐れのある区間において、
堤防強化対策等を実施

✓ 氾濫による危険性が特に高い等の区
間において、樹木・堆積土砂等に起因
した氾濫危険性を解消

✓ 豪雨による土砂災害等の発生を
防止するための道路法面対策
を実施

✓ 地震時等に大規模火災の危険性があ
る密集市街地において、老朽建築物の
撤去や延焼防止性能をもつ建築物へ
の建替、避難路を整備し、地震時に著
しく危険な密集市街地を解消

３．近畿地方整備局の予算配分

○平成３０年度 第２次補正予算 １，６２７億円 （直轄：４０８億円 補助・交付金：１，２２０億円）
○令和元年度 当 初 予 算 １，５０８億円 （直轄：３９２億円 補助・交付金：１，１１６億円）

近畿地方整備局



○災害の頻発・激甚化に伴い、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）に求められる役割が拡大・高度化するとともに派遣隊員数
派遣回数が増加。

近畿地方整備局防災関係組織

防災関係の新組織について

【近畿地方整備局災害対策本部】 ▼平成30年７月豪雨TEC活動状況
（福知山市大江町における被災状況調査）

▼共同溝排水状況 ▼第１ターミナル排水状況

○迅速かつ円滑な災害応急対応のために、部長級の「統括防災官」をヘッドとする防災専属の組織（約２０名規模）を設置。

○災害時におけるTEC-FORCEの派遣調整・指揮命令体制を強化するとともに、平常時においてもTEC-FORCEによる支援計画
の検討、自治体、消防、自衛隊等の関係機関との連携体制構築、TEC-FORCE隊員の訓練・研修等を実施。

▼平成30年9月 台風２１号（関西国際空港における排水対応）

・重要事項の総括調整　等

・防災情報の収集、提供　等

・TEC-FORCEの後方支援　等

・TEC-FORCEの派遣調整・指揮命令、
　関係機関との連携体制構築、TEC隊員の
　訓練・研修　等

・災害対策本部の運営、各種計画・協定等
　の整備、防災訓練の実施　等

　総括防災調整官

　防災情報管理官

　防災管理官

災害対策マネジメント室

防災室

局　　長

副局長

統括防災官

企画調査官
(テック・リエゾン派遣）

・防災に関する事務の統括
・平常時・災害時の高度な調整

・・・ 新 組 織
9
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政府投資額（兆円）

民間投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については2015年度まで実績、2016年度・2017年度は見込み、2018年度は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。2011年は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について2010年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

○ 建設投資額はピーク時の1992年度：約84兆円から2010年度：約43兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
2018年度は約53兆円となる見通し（ピーク時から約37％減）。

○ 建設業者数（2017年度末）は約46万業者で、ピーク時（1999年度末）から約23％減。
○ 建設業就業者数（2017年平均）は498万人で、ピーク時（1997年平均）から約27％減。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（1997年平均）

就業者数
ピーク時比
▲27.3%

503万人
（2018年平均）

465千業者
（2017年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲22.6%

建設投資
53兆円

建設投資
ピーク時比
▲36.8％

許可業者数のピーク
601千業者（1999年度末）

建設投資のピーク
84兆円（1992年度）
就業者数：619万人
業者数：531千業者

10
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○建設業就業者： 685万人（H9） → 498万人（H22） → 503万人（H30）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 33万人（H30）

○技能者 ： 455万人（H9） →   331万人（H22） →  328万人（H30）

○ 建設業就業者は、55歳以上が約35％、29歳以下が約11%と高

齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。
※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成29年と比較して

55歳以上が約5万人増加、29歳以下は約1万人増加。

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）を基に国土交通省で算出

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値）

建設業就業者の現状
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H2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

建設業：約３割が５５歳以上

建設業：２９歳以下は約１割

全産業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）
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2.6 

13.7 

20.2 

24.8 

30.6 

42.4 

44.3 

35.2 

31.3 

32.0 

50.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65歳以上

年齢階層別の建設技能者数

出所：総務省「労働力調査」（H30年平均）をもとに国土交通省で推計

（万人）

（年齢階層）

82.8万人
25.2％

36.5万人
11.1％

○60歳以上の技能者は全体の約４分の１を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。

○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約10％程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。

近畿地方整備局
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産業別就業者の平均年齢の推移

45.3 

44.0 43.8 43.9 
44.2 

44.8 
45.0 45.0 

45.3 

45.6 45.8 
46.1 

46.7 

47.1 47.2 47.1 
47.4 

44.4 

40

41

42

43

44

45

46

47

48

2000 2011 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

全産業 建設業 製造業
（歳）

（年）

総務省「労働力調査」をもとに国土交通省で推計

近畿地方整備局



14

平成31年３月から適用する公共工事設計労務単価について

○７年連続で引き上げにより、全国全職種平均値の公表を開始した平成9年度以降で最高値

19,121 19,116 

18,584 

16,263 
15,871 

15,394 

14,754 

14,166 
13,870 13,723 13,577 

13,351 13,344 
13,154 13,047 13,072 

15,175 

16,190 

16,678 

17,704 
18,078 

18,632 

19,392 

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

公共工事設計労務単価 全国全職種加重平均値の推移

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映
・東日本大震災による入札不調状況に応じた

被災三県における単価引き上げ措置
等を実施

注1）金額、伸率とも加重平均値にて表示。加重平均値は、平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。

全国全職種平均値の公表を開始
した平成９年度以降で最高値

（円/1日8時間当たり）

近畿地方整備局
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平成31年３月から適用する設計業務委託等技術者単価

◆ 最近の給与等の実態を適切・迅速に反映

設計業務委託等（設計、測量、地質関係）

３９，０５５円 平成３０年３月比；＋３．７％

（平成24年度比＋25.0％）

全職種平均

39,033 

38,943 

37,890 

35,133 

34,505 

33,119 

31,657 

31,000 
30,690 

30,386 
30,919 31,133 

31,510 

31,681 

31,671 
31,248 

31,633 

32,640 

34,175 

35,470 

36,580 

37,665 

39,055 

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

設計業務委託等技術者単価 全職種単純平均値の推移

近畿地方整備局



1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200
年間実労働時間の推移

※ 厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省作成

（時間）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：2065時間

2017年度：2054時間

▲11時間

2007年度：1993時間

2017年度：1962時間

▲31時間

2007年度：1807時間

2017年度：1715時間

▲92時間

220

225

230

235

240

245

250

255

260

年間出勤日数の推移（日）

建設業

製造業

調査産業計

2007年度：256日

2017年度：252日

▲4日

2007年度：238日

2017年度：234日

▲4日

2007年度：233日

2017年度：222日

▲11日

実労働時間及び出勤日数の推移 （建設業と他産業の比較）

○ 年間の総実労働時間については、他産業と比べて300時間以上（約２割）長い。また、10年前と比べると、全産業
では約92時間減少しているものの、建設業はほぼ横ばい（約11時間の減少）であり、大幅な改善は見られない。

92時間

339時間

18日

30日
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8.5 

5.3 

8.8 

2.3 

2.2 

2.0 

24.5 

21.8 

26.8 

16.5 

14.9 

18.4 

40.9 

48.0 

37.7 

7.2 

7.8 

6.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

建築工事

土木工事

4週8休

(完2)

4週7休 4週6休 4週5休 4週4休 4週3休以下

建設業における技術者の休日の状況

◯ 建設工事全体では、約半数が４週４休以下で就業している状況。

出典：日建協「2017時短アンケート（速報）」を基に作成

【建設業における休日の状況】
現在4週8休は

1割以下

（4週当たり）

休暇日数

5.00日

（4週当たり）

休暇日数

5.07日

（4週当たり）

休暇日数

4.78日

【注】
※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。
※日建協の組合員の技術者等を対象にアンケート調査。 17
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出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

6% 22% 72% 31% 37% 32%

672万円(前年比＋8万円)
※ 2016年の数値。括弧内は前年との差額

425万円(-50万円)

394万円(-10万円)

572万円(＋10万円)

447万円(＋2万円)

390万円(＋2万円)

平均418万円(-15万円)

平均468万円(＋7万円)

【建設業】 【製造業】

（
平
均
年
収
額
）

（企業規模ごと男性生産労働者数の全体に占める割合）

小規模企業 小規模企業

中規模企業

大規模企業

中
規
模
企
業

大
規
模
企
業

建設業の年収額（製造業との比較）

○ 生産労働者の賃金水準を同一企業規模（従業員数ベース）で比較した場合、大規模（1,000人以上）、
小規模企業（10～99人）においては、建設業の方が製造業よりも賃金水準は高い
※建設業においては小規模企業の従業者数が多く、全体の平均年収額は製造業よりも低い水準となっている

注：大規模企業は従業員数1,000人以上を、中規模企業は従業員数100～999人を、小規模企業は従業員数10～99人を指す。 18
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Ⅱ．建設業の働き方の抜本的な
改善取り組み
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働き方改革実行計画（抜粋）（平成２９年３月２８日働き方改革実現会議決定）

【建設業】

（現行の適用除外等の取扱）

建設事業については、限度基準告示の適用除外とされている。これに対し、今回は、罰則付き
の時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施行期日の５年後に、罰則付き上
限規制の一般則を適用する（ただし、復旧・復興の場合については、単月で100 時間未満、２
か月ないし６か月の平均で80 時間以内の条件は適用しない）。併せて、将来的には一般則の
適用を目指す旨の規定を設けることとする。５年後の施行に向けて、発注者の理解と協力も得
ながら、労働時間の段階的な短縮に向けた取組を強力に推進する。

（取引条件改善など業種ごとの取組の推進）

取引関係の弱い中小企業等は、発注企業からの短納期要請や、顧客からの要求などに応えよ
うとして長時間労働になりがちである。商慣習の見直しや取引条件の適正化を、一層強力に推
進する。

建設業については、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、週休２日の推進等の休日
確保など、民間も含めた発注者の理解と協力が不可欠であることから、発注者を含めた関係者で
構成する協議会を設置するとともに、制度的な対応を含め、時間外労働規制の適用に向けた必
要な環境整備を進め、あわせて業界等の取組に対し支援措置を実施する。また、技術者・技能
労働者の確保・育成やその活躍を図るため制度的な対応を含めた取組を行うとともに、施工時
期の平準化、全面的なICT の活用、書類の簡素化、中小建設企業への支援等により生産性
の向上を進める。

20
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生産性向上長時間労働の是正 給与・社会保険

罰則付きの時間外労働規制の施行の猶予期間（５
年）を待たず、長時間労働是正、週休２日の確保を図
る。特に週休２日制の導入にあたっては、技能者の多
数が日給月給であることに留意して取組を進める。

○各発注者の特性を踏まえた適正な工期設定を推進
する

・昨年８月に策定した「適正な工期設定等のためのガイド
ライン」について、各発注工事の実情を踏まえて改定す
るとともに、受発注者双方の協力による取組を推進する

・各発注者による適正な工期設定を支援するため、工期設
定支援システムについて地方公共団体等への周知を進め
る

○生産性の向上に取り組む建設企業を後押しする

・中小の建設企業による積極的なICT活用を促すため、公共
工事の積算基準等を改善する

・生産性向上に積極的に取り組む建設企業等を表彰する（i-
Construction大賞の対象拡大）

・個々の建設業従事者の人材育成を通じて生産性向上につな
げるため、建設リカレント教育を推進する

○週休２日制の導入を後押しする

・公共工事における週休２日工事の実施団体・件数を大幅に
拡大するとともに民間工事でもモデル工事を試行する

・建設現場の週休2日と円滑な施工の確保をともに実現させ
るため、公共工事の週休2日工事において労務費等の補正
を導入するとともに、共通仮設費、現場管理費の補正率を
見直す

・週休２日を達成した企業や、女性活躍を推進する企業など、
働き方改革に積極的に取り組む企業を積極的に評価する

・週休２日制を実施している現場等（モデルとなる優良な現
場）を見える化する

技能と経験にふさわしい処遇（給与）と社会保険加
入の徹底に向けた環境を整備する。

○仕事を効率化する

・建設業許可等の手続き負担を軽減するため、申請手続き
を電子化する

・工事書類の作成負担を軽減するため、公共工事における
関係する基準類を改定するとともに、IoTや新技術の導
入等により、施工品質の向上と省力化を図る

・建設キャリアアップシステムを活用し、書類作成等の現
場管理を効率化する

建設業働き方改革加速化プログラム（平成30年3月20日策定・公表）

i-Constructionの推進等を通じ、建設生産システムの
あらゆる段階におけるICTの活用等により生産性の向
上を図る。

○技能や経験にふさわしい処遇（給与）を実現する

・労務単価の改訂が下請の建設企業まで行き渡るよう、発注
関係団体・建設業団体に対して労務単価の活用や適切な賃
金水準の確保を要請する

・建設キャリアアップシステムの今秋の稼働と、概ね５年で
全ての建設技能者（約３３０万人）の加入を推進する

・技能・経験にふさわしい処遇（給与）が実現するよう、建
設技能者の能力評価制度を策定する

・能力評価制度の検討結果を踏まえ、高い技能・経験を有す
る建設技能者に対する公共工事での評価や当該技能者を雇
用する専門工事企業の施工能力等の見える化を検討する

・民間発注工事における建設業の退職金共済制度の普及を関
係団体に対して働きかける

○社会保険への加入を建設業を営む上でのミニマム・
スタンダードにする

・全ての発注者に対して、工事施工について、下請の建設企
業を含め、社会保険加入業者に限定するよう要請する

・社会保険に未加入の建設企業は、建設業の許可・更新を認
めない仕組みを構築する

○限られた人材・資機材の効率的な活用を促進する

・現場技術者の将来的な減少を見据え、技術者配置要件の合
理化を検討する

・補助金などを受けて発注される民間工事を含め、施工時期
の平準化をさらに進める

※給与や社会保険への加入については、週休２日工事も
含め、継続的なモニタリング調査等を実施し、下請まで
給与や法定福利費が行き渡っているかを確認。 ○重層下請構造改善のため、下請次数削減方策を検討する

○ 日本全体の生産年齢人口が減少する中、建設業の担い手については概ね１０年後に団塊世代の大量離職が見込まれており、その持続可能性が危ぶまれる状況。
○ 建設業が、引き続き、災害対応、インフラ整備・メンテナンス、都市開発、住宅建設・リフォーム等を支える役割を果たし続けるためには、これまでの社

会保険加入促進、担い手３法の制定、i-Constructionなどの成果を土台として、働き方改革の取組を一段と強化する必要。
○ 政府全体では、長時間労働の是正に向けた「適正な工期設定等のためのガイドライン」の策定や、「新しい経済政策パッケージ」の策定など生産性革命、

賃金引上げの動き。また、国土交通省でも、「建設産業政策2017＋10」のとりまとめや６年連続での設計労務単価引上げを実施。
○ これらの取組と連動しつつ、建設企業が働き方改革に積極的に取り組めるよう、労務単価の引上げのタイミングをとらえ、平成３０年度以降、下記３分野

で従来のシステムの枠にとらわれない新たな施策を、関係者が認識を共有し、密接な連携と対話の下で展開。
○ 中長期的に安定的・持続的な事業量の確保など事業環境の整備にも留意。

※今後、建設業団体側にも積極的な取組を要請し、今夏を目途に官民の取組を共有し、施策の具体的展開や強化に向けた対話を実施。
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建設業の働き方の抜本的な改善に向けた最近の取組

雇用の安定・人生設計

労働時間・休暇

賃金

① 適切な賃金水準の確保

・ 公共工事設計労務単価の適切な設定
（６度目となる引上げをH30.2に実施）

○ 女性の活躍の推進

・ 女性の活躍に地域ぐるみで取り組む活動への支援や、経営者向け
の研修を通じて、女性も働きやすい職場環境を整備

（例） 女性同士の交流会を通じ、経営者等へ職場環境の改善を提言
メーカーと連携し、女性目線から負担軽減につながる保護具を開発

⑥ 週休2日モデル工事の更なる拡大

・ H26年度から取り組んでいる週休2日モデル工事について、
H30年度は723件実施。H31年度も約800件の予定

・ 都道府県発注工事でも同様の取組が行われるよう働きかけを
実施

③ 安定的な仕事量の確保

・ 施工時期等の平準化（※）の推進（4-6月期の仕事量の確保）
- ゼロ国債や２カ年国債を活用
- 地方公共団体の先進的な取組を事例集として公表（H28.4）

④ 社会保険の加入促進

・ 国土交通省直轄工事において、下請企業を社会保険加入業者に
限定するなどの取組を実施

※ 施工時期等の平準化は、雇用の安定のほか、賃金、休暇にも資する。
・閑散期（4-6月）の仕事増による年収増 ・年間を通じて仕事の変動が少なくなることによる雇用の安定化 ・繁忙期の仕事減による週休2日の拡大

職場環境・人材育成

○ 職場環境の改善

・ 建設現場の仮設トイレについて、直轄工事ではH28年10月より快
適トイレ(女性も活用しやすいトイレ)の設置を原則化し、職場環境を
改善⑦ 建設現場の生産性向上（i-Construction）

・ 測量・施工・検査等の全プロセスでICTを活用することで、測量・
施工などの作業を効率化、検査書類・日数を大幅に削減し、長
時間労働の抑制や休暇の拡大等の実現を目指す

② 担い手３法の趣旨の徹底

・ 建設業者が賃金の元手となる適正利潤を確保できるよう、歩切り
の根絶やダンピング対策の強化等を実施

⑤ 建設キャリアアップシステムの構築 （※官民で準備作業中 （参加団体：日建連、全建、全建総連 等））

・ 技能者の資格等の情報や現場での就業履歴等を業界統一のルールで蓄積するシステムの構築
・ 資格、就業履歴を適切に評価できることで処遇の改善、就業機会の増加につながる

○ 教育訓練の充実

・ 富士教育センターをH29年度からリニューアルオープン、教育
訓練プログラムの質を充実（近畿では三田建設技能研修センター）

・地域の建設業者等による「職人育成塾」などを支援

近畿地方整備局
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○ 建設業許可制度の見直しや現場技術者配置要件の合理化に向け、本年２月より中建審・社整審基本問題
小委員会を再開。（委員長：大森文彦 弁護士・東洋大学法学部教授）

○ 今後、１～2ヶ月に１回程度開催し、夏頃を目処に中間とりまとめを行う。

第３章 生産性革命
（２）第４次産業革命の社会実装と生産性が伸び悩む分野の制度改革等
④建設分野

－地域単位での発注見通しの統合・公表を今年度中に全国展開すること等を通じ工事発注時期の平準化を進めるとともに、建設業法による現場技術者配置要件の
合理化の検討を今年度中に開始し、来年度内に結論を得る。

＜参考＞新しい経済政策パッケージ（H29.12.8閣議決定）（抄）

＜現行の許可制度の要件＞ ＜現状の下請の施工体制（例）＞

現場技術者の将来的な減少を見据えた
技術者配置要件の合理化の検討（例）

社会保険に未加入の建設企業は建設業の
許可・更新を認めない仕組みの構築

＜主な検討議題＞

建設業許可制度の見直しや現場技術者配置要件の合理化に向けた検討

23
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

①公共工事設計労務単価

24



平成3１年3月1日から適用する公共工事設計労務単価について

普通作業員 前年度比 ＋３．８％（近畿平均値）
型わく工 前年度比 ＋２．７％（近畿平均値）
交通誘導警備員A 前年度比 ＋４．８％（近畿平均値）

全 国 平成30年３月比； ＋３．３％（平成24年度比； ＋４８．０％）

近 畿 平成30年３月比； ＋２．９％ （平成24年度比；＋３６．２％）
全職種平均

単価変動について

平成３１年は３月１日から新しい公共工事設計労務単価を適用する。

各職種平均主な職種の平均

区分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

前年度比 12.3% 6.4% 2.8% 3.5% 2.7% 1.2% 2.9%

平成24年度比 12.3% 19.6% 22.9% 27.2% 30.7% 32.3% 36.2%

注）伸び率は単純平均による

区分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

前年度比 15.1% 7.1% 4.2% 4.9% 3.4% 2.8% 3.3%

平成24年度比 15.1% 23.2% 28.5% 34.7% 39.3% 43.3% 48.0%

全国全職種平均値の推移
(平成24年以降に大幅に上昇したためH24を基準に比較)

近畿全職種平均値の推移
(平成24年以降に大幅に上昇したためH24を基準に比較)

近畿地方整備局
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

②公共工事の品質確保
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品確法と建設業法・入契法の一体的改正について

品確法の基本理念を実現するため必要となる基本的・具体的措置を規定

入契法の改正(H26.9.20一部施行、H27.4.1全面施行)

■ダンピング対策の強化

■契約の適正な履行(=公共工事の適正な施工)を確保

適正化指針（H26.9.30閣議決定）

＜目的＞ 公共工事の入札契約の適正化

○ダンピング対策の強化、歩切りの根絶、適切な設計変更の実施等について明記
○発注者は、適正化指針に従って措置を講ずる努力義務

建設業法の改正(H27.4.1施行)
(担い手育成・確保の責務はH26.6.4から、解体工事業は公布から2年以内に施行)

■建設工事の担い手の育成・確保
■適正な施工体制確保の徹底

＜目的＞ 建設工事の適正な施工確保と建設業の健全な発達

建設業法施行令の一部改正（H26.9.19公布、H27.4.1施行）
○技術検定の不正受検者に対する措置の強化 等

建設業法施行規則の一部改正（H26.10.31公布、H27.4.1施行）

○経営事項審査で若手技術者等の確保状況や機械保有の状況等を評価 等

■基本理念の追加：将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保、ダンピング防止 等

■発注者の責務（基本理念に配慮して発注関係事務を実施）を明確化
■事業の特性等に応じて選択できる多様な入札契約方式の導入・活用を位置づけ、行き過ぎた価格競争を是正

品確法の改正 (H26.6.4施行)

基本方針(H26.9.30閣議決定)

運用指針(H27.1.30関係省庁申合せ)

＜目的＞ 公共工事の品質確保の促進

○公共工事の品質確保とその担い手の確保のために講ずべき施策を広く規定
○国、地方公共団体等は、基本方針に従って措置を講ずる努力義務

○発注者が、自らの発注体制や地域の実情等に応じて、発注関係事務を適切かつ
効率的に運用するための共通の指針

インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現するため、公共工事の基本となる「品確法
※１

」を中心に、密接に関連する「入契法
※２

」、「建設業

法」も一体として改正。（全会一致で可決・成立。H26.6.4公布） ⇒担い手３法の改正
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「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 の主なポイント

運用指針とは：品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成

➢ 各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ
➢ 国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

予定価格の設定に当たっては、適正な利潤を確保することができるよ

う、市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確

に反映した積算を行う。積算に当たっては、適正な工期を前提とし、最

新の積算基準を適用する。

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限

価格制度の適切な活用を徹底する。予定価格は、原則として事後公表

とする。

歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項第

１号の規定に違反すること等から、これを行わない。

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場

の施工実態の乖離が想定される場合は、見積りを活用することにより

予定価格を適切に見直す。

債務負担行為の積極的な活用や年度当初からの予算執行の徹底など

予算執行上の工夫や、余裕期間の設定といった契約上の工夫等を行う

とともに、週休２日の確保等による不稼働日等を踏まえた適切な工期を

設定の上、発注・施工時期等の平準化を図る。

必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確

認及び評価を実施する。

各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に

努める。設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双

方の関係者が一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止

等の協議・審議等を行う会議を、必要に応じて開催する。

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状

況等を把握するとともに、各発注者は必要な連携や調整を行い、支援

を必要とする市町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、

国や都道府県の支援を求める。

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない等の場合、適切に

設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の

適切な変更を行う。

① 予定価格の適正な設定

② 歩切りの根絶

③ 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等

④ 適切な設計変更

⑦ 発注や施工時期の平準化

⑧ 見積りの活用

⑩ 完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価

⑨ 受注者との情報共有、協議の迅速化

各発注者は、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約

方式の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用す

る。

⑥ 工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用

⑤ 発注者間の連携体制の構築

28

近畿地方整備局



見直しを
行う予定
は な い

０団体

設計書金額と予定価格が同額である団体 端数処理等を行っている団体

１９０団体

見直しを
行う予定
は な い

０団体

設計書金額と予定価格が同額である団体
（同額とする予定の団体を含む）

１，５２８団体

端数処理等を
行っている団体

（端数処理等に変更予定の団体を含む）

２５２団体

見直しを行う
予定はない

３団体

見直す
方向で
検討中

５団体

（※）設計書金額と予定価格が同額である団体数及び端数処理等を行っている団体数は推計。
（※）「廃止」には端数処理等に変更することも含める。

全１７８８団体 （４７都道府県、２０指定都市、１７２１市区町村）

○ 平成２６年６月の品確法等の改正により、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる歩切りは、品確
法に違反することが明確化

○ 総務省とも連携し、平成２７年１月以降、４度にわたり、地方公共団体に対して、その実態や歩切りを行う理由等に関する調査
を行い、歩切りを行っている地方公共団体に対して、あらゆる機会を通じて早期の見直しを要請し、平成２８年４月に全ての地
方公共団体が、歩切りを廃止（※）することを決定し、見直しの進捗状況等について、悉皆調査を平成２８年５月に実施

○ フォローアップとして、平成２９年１０月に、再度端数調整等を行っていることが確認できている１９７団体に調査を実施

平成２７年
１月の状況 慣例、自治体財政の

健全化等のため「歩切り」
を行っている団体

４５９団体

設計書金額と予定価格が
同額である団体

１，０３１団体

端数処理等を
行っている団体

２９７団体

（注） 「歩切り」を
行っている理由につ
いて 未回答の１団
体を除いた状況。

平成２８年
２月の状況

１，５９８団体（同額とする予定又は見直す方向で検討中の５団体を含む） 端数処理等に変更予定
の１団体を含む

平成２８年
１２月の状況

歩切り見直しの状況について

設計書金額と予定価格が同額である団体 端数処理等を
行っている団体

１４２団体

平成２９年
１１月の状況

１，６４６団体（同額とする予定又は見直す方向で検討中の２団体を含む）
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府県・政令指定都市を除く近畿ブロック発注者協議会調べ（H31.1）

市町村

⚫ いずれの制度も導入していない団体３団体（平成28年3月末時点）
⇒ ０団体に減少（平成29年5月時点）

⚫ ４市町村が最低制限価格のみ導入(H30.6調べ）⇒低入札価格調査制度及び最低制限価格制度
を併用(H31.1調べ）【福井市・守山市・南あわじ市・御所市】

【現状】

⚫ 低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を併用している。

ダンピング受注の防止（低入札価格調査制度・最低制限価格制度の導入）

30
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福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 近畿ブロック管内

低入札価格調査制度のみ導入 0 0 0 0 0 1 0 1

低入札価格調査制度及び
最低制限価格制度を併用

7 3 5 15 14 7 10 61

最低制限価格制度のみ導入 10 16 20 26 26 31 20 149

いずれの制度も導入していない 0 0 0 0 0 0 0 0

市町村数 17 19 25 41 40 39 30 211

府 県・政令指定都市



低入札価格調査基準の改定（工事）

※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

現行 H31.4.1～

【範囲】

予定価格の

7.5/10～9.2/10

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

低入札価格調査基準とは

■ 予算決算及び会計令第８５条に規定
■ 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準
■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履行可能性についての調査を実施

履行可能性が認められない場合には、落札者としない。

低入札価格調査基準の見直しについて

○平成31年4月1日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の範囲を0.70～0.90から
0.75～0.92へ引き上げ

○あわせて、低入札価格調査等の簡素化を図るとともに、工事規模に応じて技術開発を促す仕組みを導入
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○ 平成31年4月1日以降に入札公告を行う測量業務を対象に、低入札価格調査基準の範囲の上限を
80%から82%へ引き上げ

○ 平成31年4月1日以降に入札公告を行う地質調査業務を対象に、低入札価格調査基準の諸経費
の算入率を0.45から0.48へ引き上げ

低入札価格調査基準の見直しについて

現行

・ 直接測量費 ×1.00

・ 測量調査費 ×1.00

・ 諸経費 ×0.48

・ 直接測量費 ×1.00

・ 測量調査費 ×1.00

・ 諸経費 ×0.48

H31.4.1 ～

設定範囲：60% ～ 80%

測
量

設定範囲：60% ～ 82%

・ 直接調査費 ×1.00

・ 間接調査費 ×0.90

・ 解析等調査業務費 ×0.80

・ 諸経費 ×0.45

設定範囲：2/3 ～ 85%

地
質

設定範囲：2/3 ～ 85%

・ 直接調査費 ×1.00

・ 間接調査費 ×0.90

・ 解析等調査業務費 ×0.80

・ 諸経費 ×0.48

低入札価格調査基準の改定（業務）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

③施工時期の平準化
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余裕期間制度
余裕期間制度の活用

発注者指定方式 任意着手方式 フレックス方式

４２件 ２６件 ４件

近畿地整 30年度実績
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施工時期の平準化について

35

③地域単位での発注見通しの統合・公表

国、地方公共団体等の発注見通しを統合し、とりまとめ版を

公表する取り組みを、令和元年度内に市町村を含めた２５０機
関全ての実施を目指す ※現在２４８／２５０機関参加

※１：国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て
後年度に亘って債務を負担（契約）することが出来る制度であり、２か年度に亘るものを２か年
国債という。

※２：国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を行うが国費の
支出は翌年度のもの。

①2か年国債※１の更なる活用
適正な工期を確保するための2か年国債の規模を維持

適正な工期を確保するための２か年国債（国庫債務負担行為）やゼロ国債を活用すること等により、
公共工事の施工時期を平準化し、建設現場の生産性向上を図る。

平準化に向けた取組み

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元

全国 約700億円 約1,500億円 約1,740億円 約2,098億円

うち、近畿 約35億円 約197億円 約156億円 約254億円

②当初予算における『ゼロ国債※２』の設定
平準化に資する『ゼロ国債』を昨年度より引き続き設定

（約１，０９５億円）

4月3月 3月

公告・発注手続当初予算による
ゼロ国債

4月3月

予算
成立

施工

当年度 翌年度前年度

契約
（１～３月）

約２か月

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元

全国 約1,567億円 約1,345億円 約1,095億円

うち、近畿 約143億円 約151億円 約103億円

近畿地方整備局



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

④社会保険等未加入対策
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国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策の強化について

37
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国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策の強化について

38
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

⑤建設キャリアアップシステムの構築
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〇「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横
断的に登録・蓄積する仕組み

〇システムの活用により技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、将来にわたって
建設業の担い手を確保

〇システムの構築に向け官民（参加団体：日建連、全建、建専連、全建総連 等）で検討を進め、平成３１年１月以
降システムを利用できる現場を限った「限定運用」を開始し、限定運用で蓄積した知見を踏まえ、平
成３１年度より「本運用」を開始

〇運用開始初年度で１００万人の技能者の登録、５年で全ての技能者（３３０万人）の登録を目標

【技能者情報】
・本人情報
・保有資格
・社会保険加入状況
等

ピッ！

現場入場の際に読み取り

技能者にカードを交付

建設キャリアアップシステムの構築

①技能者情報等の登録

技能者の処遇改善が図られる環境を整備

②カードの交付・現場での読取 ③技能者の能力評価

【事業者情報】
・商号
・所在地
・建設業許可情報 等
【現場情報】
・現場名
・工事の内容 等

※システム運営主体
（一財）建設業振興基金

＜建設キャリアアップシステムの概要＞



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

⑥週休２日の推進
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【近畿地整における週休2日取得の取り組み】

➢ 施工時期の平準化
➢ 適正な工期設定
⚫ 週休２日算定が可能な「工期設定支援システム」の導入（①）
⚫ 工事着手準備期間・後片付け期間の見直し
⚫ 工期設定の条件明示
⚫ 工事工程クリティカルパスの共有（②）
⚫ 余裕期間制度の活用
⚫ 工事工程の受発注者間の共有

➢ 週休２日を考慮した労務・機械賃料・間接費の補正

➢ 発注者指定型は４週８休の補正のみ
➢ 受注者希望型は、現場閉所率毎により

段階的に補正を行う

【地方公共団体への展開】
➢ 国土交通省の取り組みを地方公共団体等にも普及する

ことにより、公共工事全般への拡大を推進

働き方改革実現に向けた週休２日の取得に関する取組について

近畿地整における週休２日の取扱い
【対象工事】
維持作業等を除く、全工事を対象

発注者指定型 ： 予定価格が３億円以上 （予定件数： 56件）
受注者希望型 ： 予定価格が３億円未満 （予定件数： 743件）

【週休２日の考え方】

現場閉所率は工事着手日から工事完成日の内、降雨等や巡回パト、保守点検な
どの現場管理上必要な作業等の現場閉所日を対象期間で除した割合をいい、現
場閉所率により補正を行う。

ただし、発注者指定は４週８休以上（28.5%）の現場閉所率の場合に補正する。
【インセンティブ】

工事成績評定の加点は全国統一であり４週８休以上実施で「工程管理」及び「創
意工夫」で評価を行う。

近畿地整独自取組

受注者希望型の実施率
約５割 ※不調不落除く

① ②

＜近畿地整における週休２日対象工事＞

平成28年度 21件
平成29年度 発注者指定 16件

受注者希望 424件

平成30年度（予定）発注者指定 30件
受注者希望 793件

近畿地方整備局

（平成31年1月公表時点）

＜平成31年4月公表時点＞
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H29完成工事（１４１件）で約８割の工事で週休２日達成

＜平成31年2月末時点＞

※ 元下問わず参加しているすべての企業で適正な価格での下請契約、賃金
引上げの取組が浸透するよう、発注部局と建設業所管部局で連携

※ 建築工事は、労務費の補正のみ

令和元年度（予定）発注者指定 56件
受注者希望 743件 （平成31年4月公表時点）

H30完成工事（２３件）で約９割の工事で週休２日達成

受注者希望型の実施率
約４割 ※不調不落除く

■補正係数

平成29年度

4週8休以上 4週6休 4週7休 4週8休以上

労務費 - 1.01 1.03 1.05

機械経費（賃料） - 1.01 1.03 1.04

共通仮設費率 1.02 1.01 1.03 1.04

現場管理費率 1.04 1.02 1.04 1.05

平成30年度、平成31年度



週休２日に取り組む際の必要経費の計上

※ 元下問わず参加しているすべての企業で適正な価格での下請契約、賃金引上げの取組が浸透するよう、
発注部局と建設業所管部局で連携

■補正係数

平成29年度

4週8休以上

労務費 －

機械経費（賃料） ー

共通仮設費率 1.02

現場管理費率 1.04

平成30、令和元年度

4週6休 4週7休 4週8休以上

1.01 1.03 1.05

1.01 1.03 1.04

1.01 1.03 1.04

1.02 1.04 1.05

※ 建築工事は、労務費の補正のみ

○ 週休２日で施工する場合には、現状より工期が長くなり、現場事務所等の土地代や安全施設のリース代
等を含む共通仮設費や現場技術者の給与等を含む現場管理費、機械経費が官積算の計上額とかい
離する可能性

○平成29年度から試行している間接費について最新の施工実態を踏まえ必要な見直しを行うとともに、機
械経費や労務費についても、週休2日の実施に伴い必要となる経費を適切に計上できるよう補正を実施
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別紙－1② 工程管理（主任技術評価官）

 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。
 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。
 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。
 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。

 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無
い。

 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。
 休日の確保を行っている。
 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。
 その他

理由 現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保の取組みを行っている。

別紙－2① 工程管理（総括技術評価官）

 隣接する他の工事などとの工程調整に取組み、遅れを発生させることなく工事を完成
させた。

 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた
。

 工程管理を適切に行ったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地元住民に公
共事業に対する好印象を与えた。

 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。
 現場閉所による週休2日（4週8休以上）に取り組んだ。

 災害復旧など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた
。

 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を適確に行い、余裕を
もって工事を完成させた。

 その他
理由

別紙－1⑧ 創意工夫（主任技術評価官）

【働き方改革】
「働き方改革」では、当該工事において、他の模範となるような取組を、以
下の項目により、複数評価を可能とするが、最大2点の加点とする。

 週休２日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取り組みが図られている。
 若手や女性技術者の登用など、担い手確保に向けた取組が図られている
。

①工程管理（主任技術評価官）
※「a」評価となった場合

（主任 4点×0.4＝1.6点）

②工程管理（総括技術評価官）
※「a」評価となった場合

（総括 2点×0.2＝0.4点）

③創意工夫（主任技術評価官）
（主任 2点×0.4＝0.8点）

①＋②＋③で最大2.8点の加点評価の可能性あり

○週休２日の取組みを建設業界全体への普及・促進を図るため、工事現場における取組みを高く評価
するものとして、評価（考査）対象項目 2.施工状況の工程管理において総括技術評価官及び主任技
術評価官の両者で「週休２日の確保」を評価する

○ また、主任技術評価官の創意工夫において、【働き方改革】の項目を追加

土木工事成績評定（週休2日等） 【H30～】

原則「a」評価で運用

①

②

③

週休２日の確保を行っ
た場合、両項目で評価
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週休２日対象工事における工事工程開示の試行について

○週休２日制の発注者指定型については、工事発注時の概略工事工程表の添付を
義務づけする。

○また、工事工程に影響するような関係機関との協議などは進捗状況なども記載する。
○本試行を実施することで、契約前に週休２日を取組みやすくするものである。
○概略工事工程表はあくまで「見積参考資料」として提示するものであり、有効期限は

入札日までとする。

＜提示工程イメージ＞

★工事契約後は、工事進捗定例会議などを通
じて受発注者で工事工程の共同管理に努める。

見 積 参 考 資 料（工 事 工 程）

工事名：○○○○○○○改良工事

この「見積参考資料（工事工程 」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資する）

ための資料であり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って 「見積参考、

資料（工事工程 」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施）

工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物

を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「見積参考資料（工事工程 」の有効期間は、この工事の入札日ま）

でとする。

○○○国道事務所 工務課

式 1 ・30日間

m3 10,000
・路床盛土工（2pt）

・路体盛土工（2pt）

m2 5,000
・路盤工（2pt）

・舗装工（1pt）

式 1 （1pt）

式 1 （2pt）

式 1 ・20日間

関連工事（前工事） ・○○○改良工事

関係機関協議
・○○県

・特記仕様書第○編○－○

－○へ記載

地元協議
・特記仕様書第○編○－○

－○へ記載

用地確保
・特記仕様書第○編○－○

－○へ記載

支障物件の移設

・下水道

・○○電力

・特記仕様書第○編○－○

－○へ記載

年末年始、お盆
・12月下旬～1月上旬

・8月中旬

出水期間

路上工事抑制 ・平成○年3月○日～３月○日

備考
（パーティ(pt)数等）

　この「見積参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、「見積参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでは

なく、受注者は、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

　なお、この「見積参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

【見積参考資料】概略工事工程表

工事名：○○道路□□地区改良工事

平成31年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月

区間線工

後片付け

制
約
条
件

工種

準備

道路土工

舗装工

付属施設工

平成30年度
数量単位

10月 11月 12月 1月 2月 3月

契約手続きの段階で見積参考資料
として工程表や条件を明示。

適用時期
平成３０年８月１日以降に手続きを開始する工事

近畿地方整備局
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工事工程の受発注者間情報共有

対象工事

情報共有内容 第１回打ち合わせ時
① 工期設定支援システムで作成した工事工程を受注者へ提示し、内容説明。
② 工事工程に関連する案件（用地関係、関係機関協議等）の対応状況や処理期限等について明示された、

工事発注時チェックシート様式と、地元・関係機関等との協議未了箇所及び用地関係（未買収や未引渡し）
箇所等を既存の工事平面図等（1/2,500や1/1,000程度）に図示した資料を利用し、受発注者で工事工程の
問題点等を共有。

③ 受発注者パートナーシップ（２０１３）向上における取組みの説明。
④ 工事請負契約におけるガイドライン（総合版）の概要説明

①

②

④

③

第２回打ち合わせ以降
上記第１回打ち合わせにおいて共有した情報を

考慮したクリティカルパスを含む工事工程を受注
者で作成するものとし、工事進捗定例会議等を
利用して工事工程に関連する案件の進捗状況の
確認及び工事工程クリティカルパスの変更が生じ
る内容について随時情報共有を行う。

原則、全ての工事（維持作業除く）
また、既契約工事も受注者と調整出来次第、実施する

クリティカルパスを含む工事工程（イメージ）

②

近畿地整独自取組
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週休２日 ＦＡＱ【近畿版】の公表について

【ホームページＵＲＬ】
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/ol9a8v0000017eb7.html

週休２日の発注方式の定義や問合せ・回答（現場閉所の考え方、積算上の考え方など）等について、
とりまとめた「週休２日 ＦＡＱ【近畿版】～働き方改革に取り組める環境整備～」を平成３０年１２月か
ら近畿地方整備局ＨＰにアップしました。

今後の週休２日実施にあたりご参考にしてください。

■週休２日 ＦＡＱ【近畿版】～働き方改革に取り組める環境整備～
※イメージ
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⑦i-Construction
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ｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの取り組み概要

一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善
建設現場に携わる人の賃金の水準の向上を図るなど魅力ある建設現場に
死亡事故ゼロを目指し、安全性が飛躍的に向上

□全体最適の導入
• 寸法等の規格の標準化された

部材の拡大

□施工時期の平準化
•２ヶ年国債の適正な設定等により、
年間を通じた工事件数の平準化

プロセス全体の最適化へ

プロセス全体の最適化

今こそ生産性向上のチャンス

労働力過剰を背景とした生産性の低迷
• バブル崩壊後、建設投資が労働者の減少を上回って、ほぼ一貫して労働力過

剰となり、省力化につながる建設現場の生産性向上が見送られてきた。

生産性向上が遅れている土工等の建設現場
• ダムやトンネルなどは、約３０年間で生産性を最大１０倍に向上。一方、土工や

コンクリート工などは、改善の余地が残っている。（土工とコンクリート工で直轄
工事の全技能労働者の約４割が占める）（生産性は、対米比で約８割）

依然として多い建設現場の労働災害
• 全産業と比べて、２倍の死傷事故率（年間労働者の約0.5%（全産業約0.25%））

予想される労働力不足
• 技能労働者約340万人のうち、約110万人の高齢者が10年間で離職の予想

• 労働力過剰時代から労働力不足時代への変化が起こると予想されている。
• 建設業界の世間からの評価が回復および安定的な経営環境が実現し始めている今こそ、抜本的な生産性向上に取り組む大きなチャンス

□ＩＣＴの全面的な活用
• 調査・設計から施工・検査、さらには維持管

理・更新までの全てのプロセスにおいてICT

技術を導入

従来 ： 施工段階の一部
今後 ： 調査・設計から施工・検査、さらには維持管理・更新まで

i-Constructionの目指すもの

 受発注者間の
コミュニケーション

による施工の円滑化

【近畿地整独自】 Plus1
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近畿地方整備局



ＩＣＴ土工の適用範囲拡大について（R１～）

ＩＣＴ地盤改良工 ＩＣＴ付帯構造物工 ＩＣＴ法面工

ＩＣＴ土工

ＩＣＴ土工の関連施工工種として実施

Ｈ３１工種拡大

作業土工（床堀）

ＩＣＴ土工として実施

砂防土工

河床等掘削

法面工

舗装工

土工（盛土）

土工（軟岩）

地盤改良工

付帯構造物設置工
・排水構造物
・側溝・縁石
・擁壁等

道路工事の現場で施工されている全ての工種にICT
を活用し、生産性向上を図る取組みを推進

河川工事の現場で施工されている全ての工種にICT
を活用し、生産性向上を図る取組みを推進

浚渫工（河川）

土工

舗装工

付帯構造物設置工
・コンクリートブロック
・排水構造物

地盤改良工

土工（河床掘削）

平成３１年度より適用 50

近畿地方整備局



ICT積算基準の新設① ICT法面工(吹付工)

維持管理面データによる検査ICTを用いた施工管理現況を踏まえた設計

発注者

OK

設計・
施工計画

施工 検査

③施工、出来高、出来形管理 ④検査の効率化①UAV･TLSによる
３次元測量

②3次元測量ﾃﾞｰﾀに
よる設計・施工計画

人の立入が危険な急
傾斜も短時間で面的
に３次元測量を実施

3次元測量結果から吹付面
の照査に基づく変更数量算
出

法面工のうち、吹付けに適用し
今後現場打ち法枠や、プレキャ
スト法枠等へ適用範囲を拡大

TS等を用いた出来形管理
により検査を効率化。

出来形数量確認には点群の他
TS等ノンプリ断面計測も可とす
る

⑤維持管理の初期
値データへ

ＩＣＴを用いた
現況測量

測量

技術、ソフトウェアの確立
により取得データを点検
等の初期値として利活用

斜面上の測量作業
起工測量（現地形）に基づいて設計
成果を修正、枠割付等、配置見直し 高所斜面上の臨場検査斜面上の出来形計測

従来施工

○ ＩＣＴ活用 土工と合わせて3D設計データを作成し、法面工（吹付工）の施工管理に活用。

○ 従来規格値及び測定項目を使用

近畿地方整備局
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ICT積算基準の新設② ICT付帯構造物設置工

維持管理検査
ICTを用いた

一括施工管理
付帯構造物を
含めた設計

検査

③施工管理、出来高、出
来形管理の効率化

④検査の効率化②土工と合わせた設
計・施工計画

事前測量結果とそれぞれの
設計を重畳

土工と付帯構造物それぞれに
利用可能な３Ｄデータのよる出
来高、出来形管理 ３Ｄデータによる

検査で効率化

①ICT土工の
測量

発注者

OK

設計・
施工計画

施工

短時間で施工箇所の
３次元測量を実施

帳票作成・書面検査

側溝

自動作成

⑤維持管理の初期
値データとして活用

起工測量

測量

維持管理にて構造物（管理
対象）の設置位置把握

丁張り＋水糸＋コンベックストータルステーション等

L＝○m

従来施工

○ ＩＣＴ活用 土工と合わせて3D設計データを作成し、付帯構造物の施工管理に活用。

○ ＴＳ等光波を用いた出来形管理
従来規格値及び測定項目を使用

近畿地方整備局
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ICT積算基準の新設③ ICT地盤改良工(浅層、中層混合処理)

施工履歴データ
による検査

検査

ICT地盤改良機械による施工
3DMG設計

データの作成

③ICT建機による施工・出来高、
出来形計測の効率化

④ICTの活用による検査の
効率化

①ICT活用に
よる設計・
施工計画

通常施工と同じ
２次元設計デー
タを基に3DMG

設計データの作
成 施工履歴データによる出来高、出来形管

理 施工履歴データから帳票自動作成
により書類作成を効率化
実測作業省略による検査効率化

ICT土

工と同
様の起
工測量

発注者

設計・
施工計画

施工

帳票作成・書面検査

O

K

発注者

測量

測量

土工と
同様の
起工測
量

設計図

設計図から、施
工数量を算出

区割り等目印に合わせて施工、
目印が消えてしまった場合は
再設置

帳票作成、書類による検査、
巻き尺等による実測作業

設計図に合わせた施
工範囲、区割り等の測
量及び目印設置

②ICTを活用した
施工範囲目印設
置の省略

ICT活用により、施工

範囲等の測量、区割
りの目印設置を省略

O

K

管理項目

○ ＩＣＴ活用

従来施工

地盤改良機械の施工履歴データを施工及び施工管理に活用。

帳票自動作成

○ ICT地盤改良工 「出来形管理基準」
従来規格値及び測定項目を使用

近畿地方整備局
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ICT活用工事（土工）の実施状況

※総合評価（ＩＣＴ活用を評
価）

※希望確認（ＩＣＴ活用を協
議）

※指定（ＩＣＴ活用を義務）

（発注者指定型）

3億円以上
または10,000m3以上

の土工

（施工者希望Ⅰ型）

3億円未満
1,000m3以上
20,000m3未満

の土工

（施工者希望Ⅱ型）

1,000m3未満または3億円未満
1,000m3以上20,000m3未満でチャレンジ型

の土工

工事規模

Ｈ３0

分 任 官 工 事

本 官 工 事

ICT（土工）の実施率は約7割（116件／173件）暫定地

近畿地方整備局
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土工（対象工種）を含む「一般土木工事」等

【施工者希望Ⅱ型】
（１）総合評価の対象としない

《①～⑤を全面活用する場合》
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

土工量
1,000m3以上

Yes

No

予定価格が
３億円以上

または

土工量
10,000m3以上

Yes

Yes

No

【発注者指定型】
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

【施工者希望Ⅰ型】
《①～⑤を全面活用する場合》

（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

No

ICT建設機械
のみ施工

No

（１）工事成績の
加点対象としない

（２）機械施工経費のみ
変更計上する

Yes

従来施工

《①～⑤の
全面活用を希望し

なかった場合》

「ICT活用工事」

建設生産プロセスの全ての段階にお
いてICT施工技術を全面的に活用する
工事

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

各種
チャレンジ型

（※）

※）企業チャレンジ型、
企業チャレンジ型（新規参入）、
地域密着防災担い手型、
現場従事技能者評価型

・・・ 変更箇所

凡 例

ICT活用工事（土工）の実施方針【Ｒ元年度変更】
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「ICT活用工事」に
設定



ICT活用工事（舗装）の実施状況

※総合評価（ＩＣＴ活用を評
価）

※希望確認（ＩＣＴ活用を協
議）

※指定（ＩＣＴ活用を義務）

（発注者指定型）

3億円以上
10,000m2以上の

路盤工

（施工者希望Ⅰ型）

3億円未満
10,000m2以上の

路盤工

（施工者希望Ⅱ型）

10,000m2未満の路盤工
（3,000m2以上の舗装面積）

工事規模

分 任 官 工 事

Ｈ３0

ICT（舗装）の実施率は約5割（9件／18件）暫定地
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近畿地方整備局
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【施工者希望Ⅱ型】
《①～⑤を全面活用する場合》

（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

「アスファルト舗装工事」、「セメント・コンクリート舗装工事」または、「一般土木工事」のうち、対象工種
及び種別を含む工事

入札公告時に
「ICT活用工事」に設定

※舗装面積3,000m2以上

予定価格が
３億円以上

Yes

Yes

No

【発注者指定型】
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

【施工者希望Ⅰ型】
《①～⑤を全面活用する場合》

（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する （１）工事成績の

加点対象としない
（２）ＩＣＴ活用部分のみ

変更計上する

ICT建設機械のみ施工

「ICT活用工事」

建設生産プロセスの全ての段階におい
てICT施工技術を全面的に活用する工事

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理
⑤ ３次元データの電子納品

※前工事がＩＣＴ土工等で、３次元測量デ
ータを貸与した場合、①は省略可能。

○対象工種は、舗装工（舗装、水門）、付帯道路工（築堤・護岸、堤防・護岸、砂防堰堤）
○対象種別は、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工
○対象種別において、従来より出来形管理基準及び規格値（従来基準）により施工していた工事

ＩＣＴ活用工事（舗装）の実施方針【Ｒ元年度継続】
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路盤工
10,000m2

以上

No

（契約後）

近畿地方整備局

Yes

No各種
チャレンジ型

（※）

※）企業チャレンジ型、
企業チャレンジ型（新規参入）、
地域密着防災担い手型、
現場従事技能者評価型



ICT活用工事（浚渫）の実施状況

※総合評価（ＩＣＴ活用を評
価）

※希望確認（ＩＣＴ活用を協
議）

※指定（ＩＣＴ活用を義務）

（発注者指定型）

3億円以上
の浚渫工

（施工者希望Ⅰ型）

3億円未満
20,000m3未満
の浚渫工

（施工者希望Ⅱ型）

3億円未満
20,000m3未満の浚渫工

工事規模

Ｈ３0
分 任 官 工 事本 官 工 事

近畿地方整備局
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ICT（河川浚渫）の実施率は約10割（3件／3件）暫定地



ICT浚渫工（河川）の実施方針【R元年度継続】

浚渫（対象工種）を含む「河川しゅんせつ工事」等

【施工者希望Ⅱ型】
（１）総合評価の対象としない

《①～⑤を全面活用する場合》
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

「ICT活用工事」
に設定

予定価格が
３億円以上

浚渫土工量
20,000m3以上

Yes Yes

No

【施工者希望Ⅰ型】
《①～⑤を全面活用する場合》

（１）総合評価で加点評価する
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は変更計上する

No

ICT建設機械
のみ施工

No

（１）工事成績の
加点対象としない

（２）機械施工経費のみ
変更計上する

Yes

《①～⑤の
全面活用を希望し

なかった場合》

「ICT活用工事」

建設生産プロセスの全ての段階にお
いてICT施工技術を全面的に活用する
工事

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

【発注者指定型】
（１）総合評価の対象としない
（２）工事成績で加点評価する
（３）必要経費は当初設計で計上

従来施工

○対象工種（工事区分）は、浚渫工（バックホウ浚渫船）
○対象種別において、従来より出来形管理基準及び規格値（従来基準）により施工していた工事
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Yes

No
各種

チャレンジ型

（※）

※）企業チャレンジ型、
企業チャレンジ型（新規参入）、
地域密着防災担い手型、
現場従事技能者評価型



ICT活用工事の予定対象工事（R1）

令和元年度ＩＣＴ活用工事(土工)発注等の予定

令和元年度ＩＣＴ活用工事(舗装)発注等の予定

令和元年度ＩＣＴ活用工事(浚渫工（河川）)発注等の予定

地整 発注年度 発注者指定型 施工者希望Ⅰ型 施工者希望Ⅱ型 合計
H28（実績） 3 33 73 109
H29（実績） 49 64 60 173
H30（実績） 78 108 90 276
H31（予定）

※4月公表ベース
73 100 65 238

近畿

地整 発注状況 発注者指定型 施工者希望Ⅰ型 施工者希望Ⅱ型 合計
H29（実績） 2 4 12 18
H30（実績） 0 3 13 16
H31（予定）

※4月公表ベース
0 5 11 16

近畿

地整 発注状況 発注者指定型 施工者希望Ⅰ型 施工者希望Ⅱ型 合計
H30（実績） 1 2 2 5
H31（予定）

※4月公表ベース
3 0 0 3

近畿
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ＩＣＴ活用工事（３次元設計データ提供・技術支援型）【R1変更】

工事受注者が２次元設計図面から３次元設計を行っていることの負担が大きいことに鑑み、発注者からの
３次元設計データの提供を促進するとともに、３次元設計データ作成に必要なノウハウがなく、外注すること
で工程のロスや費用負担増となっていることから、３次元設計データ作成のノウハウ習得するための技術支
援を行う取り組み。

事務連絡
・ＩＣＴ活用工事（３次元設計データ提供・技術支援型）の試行工事の実施について（改定作成予定）
・ＩＣＴ活用工事（土工）に対応した３次元設計等について（平成29年12月26日付）

３次元設計データ提供・技術支援型対象工事

ICT活用工事において３次元設計データを提供し３次元設計データの技術支援を受ける工事
【 ３次元設計データ提供・技術支援型】

契約後、受注者が３次元設計以外の内容を技術支援を受け
る前提で自社施工の意志があるか協議

ICT活用工事内容
①～⑤の全部若しくは一部を技術支

援実施
※②は技術支援必須

技術支援
（一社）ドローン測量教育研究機構、（一社）日本建設機械施工協会、システム開発会社、その他民間企業等と受注者が契約。

「ICT活用工事」

建設生産プロセスの全ての段階にお
いてICT施工技術を全面的に活用する
工事

① ３次元起工測量
② ３次元設計データ作成
③ ICT建機による施工
④ ３次元出来形管理等の施工管理
⑤ ３次元データの納品

自社施工の意志有り

ICT活用工事（発注者指定型で発注）

３次元設計データ作成業務 『i-Construction における「ICTの全面的な活用」の実施について』（平成30年4月16日付企画部長通知）
別紙－２ 土工の３次元設計業務実施要領 による

工事契約後、受注者へ提供

技術支援を受け
る範囲は契約後
協議により決定

費用は変更で計上

〇平成３０年度完了工事を対象にとりまとめた調査票でも、改善要望等の調査にて、「発注者から３次元設計データを提供してほしい」にチェックをつけて
いた割合が約７割と多くを占めていた。

発注者から3次元設計データの提供してほしい割合

近畿地方整備局
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ＩＣＴ土工の流れ

UAV写真測量
レーザスキャナ
を活用した
３D現況測量

発注図書（図面）から
３D設計データ
を作成する

３次元起工測量

３次元設計デー
タ作成

ICT建設機械に
よる施工

３次元出来形管
理等の施工管理

３次元データの
納品と検査

3Dマシンコントロール
3Dマシンガイダンス
を利用した施工

UAV写真測量
レーザスキャナ
を活用した
出来形管理計測

作成、利用した
３Dデータの納品

・要求精度の規定
・点密度の規定
・計測プロセスの規定
・精度確認手法の規定

・新たな出来形管理基準
・新たな出来形管理資料

ポイント

ポイント

・新たな納品形式
・書面確認事項
・実地検査の手法

ポイント

62
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ＩＣＴ土工の流れ（起工測量・出来形測量）

要求精度

起工測量出来形計測

工種別

UAV レーザースキャナー 評価に必要な点群密度
（メッシュの大きさ）

※計測時の密度設定
要求精度
精度確認

地上画素寸法
要求精度
精度確認

計測最大距離

出来形計測 ±5cm以内 1cm/画素以内 ±20mm以内
精度確認試験

の
測定距離以内

精度確認試験は、
当該現場での計測最
大距離において、１
０ｍ以上離れた２つ
の評価点の点間距離
の測定精度で評価す
る。

1点以上／1㎡（1m×1m）

※出来形計測時は1点以上/0.01㎡
（10cm×10cm）にて実施

起工測量 10cm以内 2cm/画素以内 10cm以内 1点以上／0.25㎡（50cm×50cm）

※計測密度は上記以上を確保する設定

岩線計測 10cm以内 2cm/画素以内 10cm以内 1点以上／0.25㎡（50cm×50cm）
※計測密度は上記以上を確保する設定

部分払出来高 20cm以内 3cm/画素以内 20cm以内 1点以上／0.25㎡（50cm×50cm）
※計測密度は上記以上を確保する設定

岩線形測 部分払出来高

出来高数量 6000m3

部の画素寸法は、「⑧ＵＡＶ出来形要領」 １－３－１起工測量（Ｐ２６）の『地上画素寸法は、別途定める「ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）」を
参考に要求精度が0.1m であることを踏まえて適宜設定する。』を受け、「①UAV を用いた公共測量マニュアル（案）」 第５９条 撮影計画 運用基準 第７
項（Ｐ４０）より引用しています。 63
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64

出来形管理

出来形管理資料（出来形合否判定総括表）の自動生成

⚫ 出来形評価用データと３次元設計データとを比較し、規格値以内かどうか自動判定
• 標高差を着色したヒートマップとして表現。
• 全点数の内0.3％は棄却可
• 規格値±80％、±50％を表現し、バラツキの評価に利用

近畿地方整備局



監督・検査要領（土工編）
（案）等の導入により、
検査にかかる日数が
約１／５に短縮

ＩＣＴ機器を活用し、３次元モデルを用いた検査に対応するように要領・基準を改定。
⇒受発注者双方にとって、検査の大幅な省力化を図る。

検査日数が大幅に短縮
人力で計測

ＧＮＳＳローバーまたはＴＳで計測

10断面 ／ 2ｋｍ

２枚程度 ／ １現場

検査書類が大幅に削減

受注者
（設計と完成形の比較図表）

工事書類
(計測結果を手入力で作成)

任意の数箇所のみ ／ １現場

監督・検査要領（土工編）
（案）等の導入により、
検査書類が２／５０に削減

50枚 ／ 2ｋｍ

３次元モデルによる検査

（2kmの工事の場合 10日→２日へ）

ヒートマップを見て、
標高の高い部分、低い
部分を計測

ＩＣＴ検査

65
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5千m3未満 5千m3以上1万m3未満 1万m3以上5万m3未満 5万m3以上

施工土量別の工事件数(H30年度)

ＩＣＴ施工の更なる普及（小規模施工の区分の新設）

66

○中小企業がＩＣＴ施工を実施し易い環境を構築するため、施工土量の区分による施工の効率性等が異なる実情を
踏まえ、土工（掘削）について、小規模施工の区分を新設

ＩＣＴ施工の対策

小規模５千ｍ３未満の区分を新設

↓新たな区分 ↓現行の区分
(H30年4月適用)

↓現行の区分

土工（掘削）の現状

※H30年度発注ICT土工（H30.10月時点）

近畿地方整備局



ＩＣＴ土工 小規模土工等に対応する積算上の対応

施工状況等により使用割合が大きく変化していることから、ＩＣＴ施工を普及拡大する観点も踏まえ、
積算基準、要領を改訂し、ＩＣＴ建機の稼働率を用いた施工数量による変更精算 とするとともに、施
工区分の細分化や単価の更新を実施。

施工タイプ
5万m3以

上
5万m3未満
1万m3以上

1万m3未満
5千m3以上

5千m3未満

通常 147 207 253 297

ICT 233 348 420 487

H31.4から、5千m3未満の新設・単価の更新

単価 単位：円/m3

単価は、掘削（土砂、オープンカット、障害なし）の例

施工区分の細分化
単価の更新

施工の実態を踏まえ

※単価等の数値は、現時点の参考値

67
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施工タイプ
5万m3以

上
5万m3未満
1万m3以上

1万m3未満
5千m3以上

通常 147 207 253

ICT 233 348 420

積算対応 （H30.2の発注工事から精算対応を開始）

受注者が提出する稼働実績の資料（イメージ）



ICT活用工事（一般土木Ｃ・Ｄランク）実施状況

○平成２８年度～平成３１年２月２０日時点における、ICT活用工事（土工）で一般土
木C・D等級での受注実績は各府県ごと以下に示すとおりである。

○平成２９年度はＩＣＴ実施業者のうち約５割が新規参入業者であり、平成３０年度に
おいては、約４割が新規に参入しており、年々、中小企業へもICT土工が浸透して
いる。

68

H31.2.20時点

年度

③
H29新規参入

業者数

④（③/②）
H29新規参入
業者数の割合

③
H30新規参入

業者数

④（③/②）
H30新規参入
業者数の割合

福井県 17件 11者 12件 6者 2者 33% 9件 5者 3者 60%

滋賀県 8件 7者 5件 5者 2者 40% 2件 2者 1者 50%

京都府 15件 10者 25件 13者 7者 54% 29件 18者 8者 44%

大阪府 10件 8者 10件 7者 3者 43% 13件 8者 2者 25%

兵庫県 7件 5者 19件 11者 9者 82% 21件 13者 4者 31%

奈良県 5件 5者 10件 8者 4者 50% 5件 4者 1者 25%

和歌山県 16件 12者 30件 16者 7者 44% 25件 17者 6者 35%

三重県 0件 1者 0件 0者 0者 - 2件 2者 2者 100%

その他 0件 0者 0件 0者 0者 - 1件 1者 1者 100%

合計 78件 59者 111件 66者 34者 52% 107件 70者 28者 40%

H28 H29 H30

受注者
本店府県

①
ＩＣＴ実施
工事件数

②
ＩＣＴ実施
受注者数

①
ＩＣＴ実施
工事件数

②
ＩＣＴ実施
受注者数

①
ＩＣＴ実施
工事件数

②
ＩＣＴ実施
受注者数

近畿地方整備局



全体最適の導入（ｺﾝｸﾘｰﾄ工の規格の標準化等）

主筋

鉄筋をつなぐための作業が必要

鉄筋を重ねる部分について重ね長
さ分の鉄筋が必要 重ね長さ分の鉄筋が不要

従来施工 機械式定着工法

作業が不要
両端フックと比べて、施工が容易

施工の効率化を図る技術・工法の導入

○ ガイドラインにより、技術の普及・促進を図る
⇒ ｢機械式鉄筋定着工法ガイドライン」（平成28年7月）

⇒ 「機械式鉄筋継手工法ガイドライン」（平成29年3月）
鉄筋工数・工期が従来比で1割程度削減

⇒【近畿独自】
機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドラインの運用
（平成３０年７月４日）

©大林組

○現場毎の一品生産、部分別最適設計であり、
工期や品質の面で優位な技術を採用すること
が困難。

○設計、発注、材料の調達、加工、組立等の一
連の生産工程や、維持管理を含めたプロセス
全体の最適化が図られるよう、全体最適の考
え方を導入し、サプライチェーンの効率化、生
産性向上を目指す。

○部材の規格（サイズ等）の標準化により、プレ
キャスト製品やプレハブ鉄筋などの工場製作化
を進め、コスト削減、生産性の向上を目指す。

プレキャストの進化

©三井住友建設

（例）定型部材を組み合わせた施工

（例）鉄筋のプレハブ化、埋設型枠の活用現場打ちの効率化

全体最適の導入
（コンクリート工の規格の標準化等）

クレーンで設置 中詰めコン打設

クレーンで設置

規格の標準化 全体最適設計 工程改善

コンクリート工の生産性向上のための３要素

現場での活用状況等について、平成28～29年度に全国でフォロー
アップ調査を実施

機械式鉄筋継手工法

例)ガス圧接継手

従来施工
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コンクリート橋のプレキャスト化ガイドラインの概要

• コンクリート部材を用いた橋梁（コンクリート橋）における、部材等のプレキャスト化を促進し、現場施
工の効率化を図り生産性の向上を目的として、予備設計段階における形式選定時の比較検討の考
え方を明確化

• プレキャスト部材を用いたコンクリート橋やその大規模な場合の、設計時・施工時の特性や留意事項
を整理し利用の促進を図る

○対象橋梁：
上部構造の一部または全部にプレキャスト部材を
使用したコンクリート橋

○橋梁形式選定の比較検討対象
・場所打ちコンクリート部材を用いた場合
・プレキャスト部材を用いた場合

○橋梁形式別 設計・施工時の特性・留意事項

○参考資料
・プレキャスト部材を用いた橋梁の施工実績
・場所打ちコンクリート部材とプレキャスト部材の比較事例
・その他部材をプレキャスト化した場合（床板、壁高欄等）

橋梁工事の施工実績を分析
≪橋梁の形式選定時のプレキャスト化推進≫

プレキャストセグメント プレキャスト床版 プレキャスト高欄

高架橋などで
プレキャスト
セグメント化

部材の一部
をプレキャ
スト化

0 24 45 支間長(m)

Ｔ桁橋（JIS）
スラブ桁橋（JIS

）

バルブT桁橋
PCコンポ橋（JIS）
ポステンスラブ桁橋

Uコンポ橋

中空床版橋
版桁橋等

連続ラーメン橋
エクストラド－ズド橋
斜張橋 など

5

工場製作ポストテンション橋プレテンション方式

70
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プレハブ鉄筋

プレハブ鉄筋

橋梁下部工 橋脚部の埋設型枠

埋設型枠

○コンクリートの打設後、一定期間の養生後に
撤去していた型枠を、本体コンクリートとの一
体性及び耐久性の確保を図ったうえで、外壁
等として存置する。

○型枠の製作は、工場又は現場近くの製作
ヤードで製作する。

○型枠の撤去作業を不要とすることにより、現
場作業日数の短縮が図られる。

これらの要素技術を活用して、ハーフプレキャストなど新工法を促進

コンクリート構造物における埋設型枠・プレハブ鉄筋に関するガイドラインの概要

• コンクリート構造物における現場作業の一部（型枠の設置、鉄筋組立て等）を、工場又は現場近くの
ヤードで製作し、現場施工の効率化を図り生産性の向上を目的として、要素技術（埋設型枠・プレハ
ブ鉄筋）の設計時・施工時における特性や留意事項をとりまとめた

• これまでの施工事例も踏まえ、ハーフプレキャスト等の新技術・新工法の普及・促進を図る

擁壁工 外壁の埋設型枠

○コンクリートの打設前に、型枠内に組み立てる鉄筋
の加工等の作業の一部を工場又は現場近くの製作
ヤードで製作する。

○現場作業と並行して製作することにより、現場作業
日数の短縮が図られる。

○作業スペースの狭隘な条件においては、鉄筋の結
束作業など、作業の効率化が図られる。
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帯鉄筋

中間帯鉄筋

帯鉄筋継手
外側パネ
ル

内側パネル中壁により
内外を一体化

パネル
高さ
2.0m

外側パネル

①足場組立
②主鉄筋組立 ③PCa建込み設置 ④コンクリート打設 ⑤PCa建込み設置 ⑥コンクリート打設

施工手順

• 埋設型枠及びプレハブ鉄筋を活用して現場作業の一部を工場作業化し、現場で中詰めコ
ンクリートを打設して構造物を構築するハーフプレキャストなどにより現場施工の効率化を
図る。

工場にて半円形製作 工場から現地に搬入 現地で組み立て クレーンで吊り込み設置

ハーフプレキャスト

©三井住友建設

参考） 要素技術のハーフプレキャスト工法への適用事例
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基 本 方 針

●留意事項
・定着体の適用にあたっては、「ガイドライン」に記載されている性能確認がされている
工法を選定するものとし、１構造物あたり同一の工法を選定することを基本とする。
・橋梁床版等、疲労荷重の影響が大きい部材については、対象としない。

●「ガイドライン」で示されている事項を満足していることを原則とする。

●適用箇所
機械式鉄筋定着工法を適用する箇所は下記を基本とする。
①せん断補強鉄筋（※以外は原則使用）

※断面外周部に配置される帯鉄筋には適用しないものとする。
②横拘束鉄筋（※を確認の上、使用できるものは原則使用）

※設計で要求した性能を満足するか判断を行う必要がある。
軸力の影響等を考慮した上で、適用の判断を行うものとする。

機械式鉄筋定着工法の配筋設計ガイドライン運用
近畿地方整備局

73



全体最適の導入（ｺﾝｸﾘｰﾄ工の規格の標準化等）

○ 現場打ち、コンクリートプレキャスト（工場製品）それぞれの特性に応じ、施工の効
率化を図る技術の普及により、コンクリート工全体の生産性向上を図る

○プレキャストを活用する際、標
準的な仕様を定めた要領を活
用し、設計の効率化等を図る

（L型擁壁、側溝、ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）

プレキャストの活用

流動性を高めたコンクリートの活用

○コンクリート打設の効率化を図るため、個々の構造
物に適したコンクリートを利用出来るよう、発注者の
規定（※スランプ値規定）の見直し ： 8cm→12cm

⇒ 時間当たりのコンクリート打設量が約２割向上、作業員数
で約２割の省人化

（※）ｽﾗﾝﾌﾟ値
• ｺﾝｸﾘｰﾄの軟らかさや流動性の程度を示す指標
• 値が大きい程、流動性が高く、施工効率が高いが、化学混和剤が必要

スランプ値

スランプコーン

生コンクリート

直接
工事費

直接
工事費

プレキャストのコスト
積み上げ

現場打ちのコスト
積み上げ

比
較

仮設費等

仮設費等

現
場
打
ち
の
比
較
対
象
コ
ス
ト

プ
レ
キ
ャ
ス
ト
の
比
較
対
象
コ
ス
ト

当初の
価格差

仮設費等
の計上

仮設費等
の計上

考慮項目を追加した場合の価格差

【考慮すべき項目】

○直接工事費

○仮設費用

・土留め工等損料

・冬期施工時の雪寒仮囲い

・水替え費

○交通規制費用（交通誘導警備員）

○土砂等処分費用、等
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Ｒ元年度 施工者向け講習会（案）

 3次元設計データ作成演習 （PC実技型）
• 実際にICT活用工事を行った工事の（２次元）図面を、３次元設計化する実技講習を行う。

• 実際の完成工事現場見学を行い、現場を確認してからの講習※2とする。

• 作成した３次元設計データと起工測量成果を合わせるところまでの講習※3とする。

※2･･･講習会場の設定について検討が必要。 ※3･･･ ３次元起工測量成果の収集が必要。

⇒【準備】●３次元起工測量成果を施工者より収集する必要あり。

●３次元設計について講習できる講師及び処理速度対応PCと3次元設計ソフトのレンタル等が必要である。

既完了ICT活用工事現場の設計・測量データ及び地方展開モデル事業等の事例を収集し、実工
事現場データを使用した下記の実践講習会を予定。

i-Constructionに関する基本導入内容の講習についても、未受講者を対象として引き続き、実施を
予定。

 ICT施工活用計画作成演習（机上グループワーク型）
• 実際にICT活用工事を行った工事を事例※１とする。

• ICT活用工事に必要な知見や使えそうな技術について、座学にて講習。

• 事例現場の現場条件等を示し、３～４名のグループにて施工計画を作成する演習を行う。

※１･･･地方展開モデル事業及びH30年度技術管理業務でICT活用工事現場対応集の対象工事を想定。

⇒【準備】●工事事例の収集する必要あり。

●施工計画について講習できる講師が必要である。

講習案１

講習案2
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地方公共団体をフィールドとしたモデル事業（概要）

76

現場支援型モデル事業の実施

現場検証・試行的導入実演

①ICTを活用した施工計画
立案支援・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ指導

②実演を通じた効果検
証（歩掛調査等）

③効果・メリット等に関
する普及活動の実施

自治体のICT活用工事を受注した中小建設業者

支援

自治体が設置する「支援協議会」

案件指定

事務局

支援

好事例
創出

○ ICT活用工事を建設事業の大半を占める地方自治体工事に広めるため、自治体発注工事をフィールドに

現場支援型モデル事業を実施

○ 当事業では、自治体が設置する支援協議体の下で、ICT活用を前提とした工程計画立案支援や、ICT運

用時のマネジメント指導による好事例創出、効果検証及び普及活動の支援を行う。

⚫ 国が発注する支援業務を通じて、モデル工事のフィールドに派遣するICT施工専門家の旅費・謝金
を支出

⚫ 各地整1件ずつモデル工事とそれを支援する協議体を立ち上げ（既存の体制でも可）

局の推進体制が運営指南

近畿地方整備局



Ｒ元年度 発注者向け講習会（案）

 ICT活用工事完成検査の立会い

• 実際のICT活用工事の完成検査に立ち会う。

⇒【準備】●事務所で行うICT活用工事の完成検査日程を局で集約する必要あり。

【課題】●事務所が対応できるか。

各事務所で行っているICT活用工事現場での、府県市町村職員対象として見学の場を増やす。

i-Constructionに関する基本導入内容の講習についても、未受講者を対象として引き続き、実施を
予定。

 ICT活用工事のICT施工現場の見学※

• 工事概要、ICT活用内容について、座学にて講習。

• ICT活用工事のICT施工現場を見学する。

※･･･各事務所の対応可能な範囲で、ICT土工１件以上。

土工以外の工種を行っている事務所については、土工外工種についても各１件以上。

⇒【準備】●事務所で企画されたICT活用工事現場での見学会を局で集約する必要あり。

【課題】●現場見学会を必須化できるか。施工者の負担が必要となる。

講習案１

講習案2

発注実績の無い府県や市町村
では、現場をみたことが無い者
がほとんど。

府県や市町村では、発注した後
に、検査について不安があると
の声が多い。
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i-Constructionの貫徹に向けたモデル事務所の決定について

78

⚫ i-Constructionを一層促進し、令和元年の「貫徹」に向け、３次元データ等を活
用した取組をリードする直轄事業を実施する事務所を決定。

⚫ これにより、設計から維持管理までの先導的な３次元データの活用やICT等の新技
術の導入を加速化。

➢ 調査・設計から維持管理までBIM/CIMを活用しつつ、3次元データの活用やICT等
の新技術の導入を加速化させる『３次元情報活用モデル事業』を実施。

➢ 集中的かつ継続的に3次元データを利活用することで、事業の効率化を目指す。

➢ 国土交通省直轄事業において工事の大部分でICTを活用する『ICT-Full活用工
事』の実施など、積極的な３次元データやICT等の新技術の活用を促進。

➢ 地方公共団体や地域企業のi-Constructionの取組をサポートする事務所として、
i-Constructionの普及・拡大を図る。

★ その他、全事務所において

➢ ICT土工をはじめとする建設分野におけるICTの活用拡大など、i-Constructionの原則実施を徹
底し、国土交通省全体でi-Constructionの貫徹に向けた着実な取組を推進。

※ モデル事務所を含む。

① i-Constructionの取組を先導する「i-Constructionモデル事務所」 （全国10事務所）

② ICT-Full活用工事の実施や地域の取組をサポートを行う「i-Constructionサポート事務所」
（全国53事務所※）

近畿地方整備局



i-Construction近畿サポートセンター
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i-Constructionの
取組サポート

相談窓口

ICT推進アドバイザー

○ 発注者（自治体等）、施
工業者向け

○ ICT活用工事等の普及に
向け、指導・助言

福井
窓口担当

福井、
足羽川

滋賀
窓口担当

琵琶湖、
滋賀

豊岡
窓口担当

六甲、姫路、
兵庫、豊岡

浪速
窓口担当

淀川、大和川、
猪名川、近技、
大阪、浪速、淀
統

奈良
窓口担当

紀伊山系、

奈良

紀南
窓口担当

和歌山、
紀南

木津川

三重

i-Construction近畿サポートセンター

設置目的

ＩＣＴ活用施工全般の問合せ

ICT施工ヘルプデスク
（近畿技術）

※アドバイザーは各事務所副所長

福知山
窓口担当

福井 滋賀 京都 兵庫 大阪 奈良 和歌山

福知山、
京都

○ 発注者（自治体等）、企
業向け

○ 3 次元データの利活用に
向け、指導・助言

測量・調査から設計、施工、検査、維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロセスの各段階において
３次元データやICT等を活用するi-Constructionにおいて、地域における3次元データ利活用の振興を
図り、普及・推進に資するためのサポート体制としての相談窓口

福井 滋賀 京都 兵庫 大阪 奈良 和歌山

※三重県についてはi-Construction近畿サポートセンターで行う。

窓口担当：企画部 技術管理課、施工企画課

近畿地方整備局



工事進捗定例会議の実施（建設生産システムの向上速効策）

【もっと円滑、迅速化が出来ないか？】
◆今、現場での進捗の支障は何か？
◆ ロス、無駄はないか？
◆受発注者間の協議による、指示待ち、報告・相
談待ちはないか？

◆打合せの時間、時期は適正か？
◆技術的な意見交換や提案は充分か？
◆受発注者間のコミュニケーションは充分か？

【現場の生産性向上の取り組み】
工事進捗会議を定例開催することにより、受発注者間の
協議短縮や意志疎通を図り、生産性や技術力の向上につながる。

■約８割において、2週に1回以上の頻度で会議を実施。
■コミュニケーションが図れることで、早期に問題の共有が出来、対応が行えるため、
工程管理に寄与。

【品確法】
『受注者との情報共有、協議等の迅速化』について、「各発注者は受注
者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努める。設計変
更の手続きの迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者
が一堂に会し、設計変更の妥当性の審議等を行う会議を必要に応じ
て開催する。」
~品確法における「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）平成27年１月」~

【現在の実施策】
1. ワンデーレスポンスの徹底
2. 工事施工調整会議（三者会議）の開催
3. 設計変更審査会の開催を一体的に、「情報共有システム（ＡＳＰ）」

を活用し、円滑化、意志決定過程の明確化
4. 供用、完成時期が迫り公表されている工事に関して、「工事進捗状

況の共有」として、実施工程表を「ASP」で活用、共有し、工程上の
課題等を解決

さらなる改善策
細かなところから生産性の向上を

■発注者の声 ■受注者の声

・関係機関等との調整による工程等の変更対応を迅速に行うこと
が出来て現場の進捗が上がった。

・受注者とのコミュニケーションが円滑となり、問題点の解決が早
くなった。

・発注者・受注者間で共通認識ができ、問題解決への時間短縮となりコミュ
ニケーションも図られた。

・同一現場内の複数工事では、施工ヤードや工程の調整を密に行い、問題
点や課題の迅速な解決を図ることが出来た。
・協議事項に関して、ASPや電話等では伝わりにくい事が多く定例的に開催
することで、協議書類の手直し等が減少し、書類作成手間の省力化が図れ
た。
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i-Constructionロゴマークについて

「i-Construction」の取組が、建設業界はもちろん、業界を超えて社会全体から応援される取組へと
「貫 徹」するシンボルとして、2018年6月1日にロゴマークを決定・公表しました。

○ロゴマークの使用にあたって、事前の使用申請などは求めませ
んが、 下記の使用例等を参考として、「i-Construction」の推進
に向けた 普及・促進を目的としてご使用ください。

○本ロゴマークは商標登録を済ませており、上記の目的から著し
き逸 脱していると見受けられる使用方法の場合は、使用の差し
止めをお 願いすることがあります。

【ロゴマークの使用例（案）】

• ウエブサイト、建設機械やUAV等、ヘルメットや作業着、建設現場の看板や
仮囲い等、 名刺、ポスター、チラシ、バッジ、キーホルダー、クリアファイル
など
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

⑧その他の取り組み
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土木工事標準歩掛改定（R1）

１） 新規制定 【１工種】
①法面工（仮設用モルタル吹付工）

２） 維持修繕に関する歩掛の改定（適用範囲の拡大） 【３工種】
①構造物補修工（ひび割れ補修工）［充てん工法］、②構造物補修工
（ひび割れ補修工） ［低圧注入工法］、③構造物補修工（断面修復
工） ［左官工法］

３） 日当り施工量、労務、資機材等の変動により改定を行った工種
【９工種】
①軟弱地盤処理工（スラリー撹拌工）、②函渠工（大型プレキャストボックス
カルバート工）、③場所打杭工（全回転式オールケーシング工）、④場所打杭
工（ダウンザホールハンマ工）、⑤敷鉄板設置・撤去工、 ⑥路面切削工（切
削オーバーレイ工）、 ⑦トンネル工（ＮＡＴＭ）［発破工法］、⑧トンネル工
（ＮＡＴＭ）［機械掘削工法］、⑨小断面トンネル工（ＮＡＴＭ）

土木工事標準歩掛の改定概要

土木工事標準歩掛は、土木請負工事費の積算に用いる標準的な施工条件における単位施工量当
り、若しくは日当りの労務工数、材料数量、機械運転時間等の所要量について工種ごとにとりまとめたもの
で、「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、新規工種の制定及び既存制定工種を改定

新規制定工種の改定概要
83
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現行 改定

現場管理費の改定(R1）

※直近の改定：H28年度の橋梁保全の追加、河川・道路構造物、鋼橋架設、道路維持の改定

○新技術導入等に要する現場経費（外注経費等）の増加を踏まえ、全工種区分の現場管理費を改定

間接工事費（諸経費率及び算定式）の改定

■現場管理費率の改定イメージ ※「河川・道路構造物工事」の例

【現行】

【改定】

700万 10億

※直接工事費２億円の工事では、
諸経費率 約０．５%増
（現場管理費 約１００万増）

現場管理費の対策 工 事

84

700万円以下 700万円超え10億円以下 10億円超え

41.29% 420.8×Np-0.1473 19.88%

700万円以下 700万円超え10億円以下 10億円超え

42.50% 457.7　×　Np-0.1508 20.11%
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○週休２日の実現に向けた環境整備として、現場閉所の状況に応じた労務費、機械経費（賃料）、共通仕様書、
現場管理費の補正係数を継続

週休２日の補正係数

週休２日に取り組む際の必要経費の計上（R1）

週休２日交替制モデル工事の試行

○建設業の働き方改革を推進し、休日確保に向けた環境整備とし、新たな取り組みを試行

【対象工事（案）】
工事内容：維持工事及び施工条件により、土日・祝日等の休日に作業が必要となる工事等
発注方式：新規発注工事は、「受注者希望方式」とする

【積算方法（補正係数）】
・補正対象は、労務費とし、現場に従事した全ての技術者、技能労働者の休日確保状況に応じて変更時に補正する

※現場施工体制（技術者・技能労働者）の確保に特別な費用等が必要となる場合は、協議できるものとする

休日率（％）＝ 技術者・技能労働者の平均休日数 ÷ 工期

※休日率は、全ての技術者、技能労働者の平均とする

休日率
4週6休以上7休未満

(21.4%以上25.0%未満)

4週7休以上8休未満

(25.0%以上28.5%未満)

4週8休以上

(28.5%以上)

労務費 1.01 1.03 1.05

工 事

4週6休 4週7休 4週8休以上

労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費(賃料) 1.01 1.03 1.04

共通仮設費率 1.01 1.03 1.04

現場管理費率 1.02 1.04 1.05
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○対象額700万円を超え10億円以下の場合（補正例）

【条件】 直接工事費２億円の河川・道路構造物工事
①対象額：純工事費２１６，６１２，０００円（純工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額）
②施工地域：なし、③工期：３００日のうち、真夏日が５０日

【改定前】
現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値）
53,936,000 ＝ 216,612,000 ×（（２４．９０％ × １．０ ）＋ ０％ ）

【改定後】
現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値）
補正値 ＝ ５０日 ÷ ３００日 × １．２＝０．２０
54,369,000 ＝ 216,612,000 ×（（２４．９０％ × １．０） ＋ ０．２０％)

熱中症対策に資する現場管理費補正の導入等（R1）

現場管理費の対策

○工事現場の安全(熱中症)対策に係る費用とし、気候及び施工期間を考慮した現場管理費の補正を追加

対象工事・対象地域

○工事：主たる工種が屋外作業である工事 （工場製作工事は除く） ○地域：全国

補正方法

補正値（％）＝ 真夏日率※ × 補正係数 ※真夏日率 ＝ 工期期間の真夏日 ÷ 工期

・真夏日：日最高気温が３０度以上の日 ・工期：準備・後片付け期間を含めた工期 ・補正係数：１．２

対策費用として、現場管理費 約４３万円増

○補正は、工事期間中の日最高気温の状況に応じて変更時に補正する
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工事書類の簡素化の推進

● 受注業者や建設業界等から「書類の削減」要望が高い。

● 工事書類の中には、工事中や工事完成後においても使用頻度が低い資料がある。

● 現場（監督職員）ごとに、作成書類の対応が統一さていない。

更なる取組み

各地方整備局で整備さている「マニュアル」等について、簡素化の取組みを記載
①二重提出の廃止やダブルチェックの廃止等
②ASP活用による情報共有と電子化による効率化の推進
③基準の改訂等による作成不要書類の周知
④設計変更ガイドラインの周知・徹底 等

①施工計画書の提出時期の柔軟な対応

・災害対応等の概略発注や制約条件等により施工方法が未確定な工種については、詳細な

内容が確定した段階で作成し提出するものとする。（当初は作成不要）

背景

１．「土木工事書類作成マニュアル」等の改善

２．更なる工事書類の簡素化

②ASPの活用やICT土工などにおける電子検査の促進

作成マニュアル等については、発注者協議会等を活用し、地方自治体など発注機関との情報

の共有を図るとともに、工事関係者への周知徹底に努める。

３．工事書類の簡素化の取組みの周知・徹底
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工事書類の電子と紙の二重化を防止！近畿地方整備局の取組み事例

現状 ： 工事書類の簡素化についての要望のなかでも、電子と書類の二重提出が課題。
ＡＳＰのフォルダー構成が検査項目の体系となっていない。

対応 ： ＡＳＰシステムの改善
○電子検査 ： ＡＳＰシステムが電子検査体系となっていないため、電子と紙の二重で検査を

受検している ケースが多い。

⇒ＡＳＰに検査項目と整合したフォルダを追加し円滑な電子検査が可能になるよう改良

ＡＳＰサービス提供者との調整

■ 電子検査用フォルダ構成の見直し
【ＡＳＰベンダーに依頼】

・ＡＳＰで作成した書類により、電子検査に対応

できるように、フォルダ構成を追加し、検査対応可能な
システムに改善出来ないか、ＡＳＰベンダーに改善を依
頼。
【システムの改善】

・ＡＳＰベンダーにより、登録した工事書類が自動で電
子検査用フォルダに分類される機能を追加。
【Ｈ２９年度 試行工事で確認予定】

・試行工事において、ＡＳＰ電子検査を行い確認
予定。

■ 検索速度の迅速化
・ASPサーバにオンラインでの接続から、オフラインで

データをパソコンに取り込む方法に改善することで、検
索時間の短縮を図る。

電子検査対応用フォルダ

電子検査用フォルダの構築

近畿地方整備局
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中止の通知
基本事項の指示

請負代金・工期の変更

標準積算 見積積算

契 約 変 更

工事完成

工事施工不可
要因の発生

中止期間
３ヶ月以内

中止期間が３ヶ月を超
えるなど、標準積算に
よりがたい

中止の必要有り

受注者
発注者

【発注者の中止指示義務】
【工事を中止すべき場合】

【基本計画書の作成】

【請負代金額又は工期の変更】

【増加費用の考え方】
変更が

必要

変更は不要

工事施工不可
要因の発見

中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通しを通知及び工事現場を適
正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する

※必要に応じて工事一時中止「協議」

工事請負代金・
工期変更の検討

受 発 注 者 間 協 議

工事発注

工期短縮計画書の提出
・工期短縮に伴う増減費用※

工期短縮が可
能であるか

工期短縮の要請「協議」

工期短縮不要

工期短縮不可の場合、
その旨を「回答」

工期短縮が可能

【工期短縮計画書の作成】

「協議」

増加費用は、一時中止に
かかる費用計上の他、工
期短縮を行った場合は、
それに必要な費用を適切
に計上する。

89

工期短縮必要

標準積算によりが
たい場合は、別途、
見積による積上げ
積算とする。

※概算費用は、参考値であり契約時
点の費用を拘束するものではない。

基本計画書の提出
・工事中止に伴う増加費用※

・必要工期

「協議」

工事中止延期の通知

中止延期の検討

要因発生から中止の通
知まで、10日以内を原則
とする。

工事再開通知

工期短縮の必要性判断

工事中止延期なし

工事の一時中止に係る基本フロー見直し
近畿地方整備局



工事成績評定基準の統一化・標準化

✓ 国と府県の工事成績評定基準は大枠では標準化されているが、考査項目別運用表の個別項
目については必ずしも標準化されていない。

✓ 試行としてH28年度は兵庫県、H29年度は和歌山県・大阪市と個別項目のすり合わせを実施

✓ H31年4月現在、4府県・2政令市において運用開始済み

工事関係様式の統一化・標準化

✓ 受注者の省力化を考慮し、工事関係様式の標準化を検討

✓ 試行としてH28年度は和歌山県、H29年度は京都府・奈良県・神戸市と工事様式のすり合わせ
を実施

✓ H31年4月現在、3府県・1政令市において運用開始済み

工事監督検査基準・様式の統一化・標準化【概要】

近畿の取組み

近畿の取組み

近畿地方整備局
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国土交通省

◆『工事成績評定基準』

（考査項目別運用表の統一
化・標準化）

◆『工事関係様式』

（様式の統一化・標準化）

H34項　　目 H28 H29 H30 H31 H32 H33

和歌山県 京都府､奈良県､神戸市

標準化（自治体試行）

課題の抽出

フォローアップ、本運用

各府県・政令市とのすり合わせ

兵庫県 和歌山県､大阪市

福井県、滋賀県、
京都府、大阪府、

奈良県、京都市、

神戸市、堺市

標準化（自治体運用開始）

課題の抽出

フォローアップ

各府県・政令市とのすり合わせ

福井県、滋賀県、大
阪府、兵庫県、京都

市、大阪市、堺市

工事監督検査基準・様式の統一化・標準化【スケジュール】

◆【工事監督検査基準・様式の標準化・統一化】として、下記についてH28より検討。
①『工事成績評定基準』（考査項目別運用表の統一化・標準化）
②『工事関係様式』（工事関係様式の統一化・標準化）

◆H29より他府県・政令市に展開。
◆H30はすべての自治体との工事関係様式について統一化を実施。
◆H31は運用状況を確認し、課題を把握したうえでフォローアップを行う。

【今後のスケジュール】
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コンクリート構造物品質コンテスト（近畿独自取組）
【目的】

➢ コンクリートの構造物を長く後世まで使い続けるためには、高い品質のコンクリートである必要があ
り、近畿地方整備局では、平成１５年度から元請会社と専門工事業者を対象に「コンクリート構造物
品質コンテスト」を実施。

【対象】
➢ 近畿地方整備局が発注する工事において応募期間中(H30.7～H31.1末)に100m3以上のコンクリー

トを打設する、現場打ちの鉄筋・鉄骨 または、プレストレストコンクリート構造物。

※ 近畿地方整備局の有資格者業者が表彰された場合、表彰の翌日から総合評価落札
方式の評価項目として加点対象となります。

また、技能者表彰を受賞した技能者を現場に配置する場合には、表彰の翌日から総
合評価落札方式の評価項目として加点対象となります。

【選考】
品質、出来ばえ及び創意工夫などにより

■特別優秀賞（０～２グループ程度）
■優秀賞（２～４グループ程度）
■入 賞（適 宜）

を選考する。

【H29年度審査結果】
特別優秀賞に2グループ15社、優秀賞に2

グループ12社、入賞に3グループ16社。
特別優秀技能者12名、優秀技能者10名、
優良技能者13名。

現場で施工に携わる専門工事業者（コンクリート打設工、鉄筋工、

型枠工、支保工、足場工等）の技能者を新たに表彰

■特別優秀賞（0～2グループ程度）
各専門工事業者毎１名を特別優秀技能者として表彰

■優秀賞（2～4グループ程度）
各専門工事業者毎１名を優秀技能者として表彰

■入 賞（適 宜）
各専門工事業者毎１名を優良技能者として表彰

※表彰技能者は各専門工事業者の推薦者とする

企業表彰 技術者表彰

近畿地方整備局
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コンクリート構造物品質コンテスト（近畿独自取組）

◆ 29年度特別優秀賞

天ヶ瀬ダム再開発トンネル流入部本体他建設工事

⚫ 圧送性・コンクリートの性状確認の実施、練り混ぜから打
込み完了まで一括管理、品質の見える化、寒中養生にお
ける工夫、分岐管工法の採用によるコールドジョイント発
生の抑止等を評価し、特別優秀賞に選定された。

大野油坂道路九頭竜川橋Ｐ２橋脚他工事

⚫ 三次元温度応力解析の実施、鉛直パイプクーリングの実

施、機械式継手の採用、コンクリート保水養生テープ
による保湿養生、浸透性防水材の塗布等を評価し、特
別優秀賞に選定された。

橋梁下部 2基(P2橋脚、P３橋脚）トンネル式放流設備流入部（高さ 50.3 mのうち 39.8 m）

インターネットを利用し
たT-CIM/Concreteの

導入
練り混ぜから打設完了ま
での状況をリアルタイム
で関係者全員が容易に
把握

鉛直パイプクー
リングの実施

近畿地方整備局

コンクリート保水
養生テープによる

保湿養生
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Ⅲ．近畿地方整備局における
工事の入札契約について
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国土交通省

■総合評価落札方式よる入札契約方法

「総合評価落札方式」とは、価格だけで評価していた落札方式（価格競争）とは違い、品質を高

めるための新しい技術やノウハウといった価格以外の要素を含めて評価する落札方式。

価格 価格 品質＋
H17.4
公共工事品質確保法（品確法）施行

Before After

従前、価格だけで評価する落札方式を行ってきていたが、近年の公共投資減少による価格競争激
化の影響による公共工事の品質低下、また談合等の不正行為といった社会的背景の中に応じて総合
評価落札方式の適用拡大が進んだ。

建設市場・競争環境
⚫ 公共投資の減少
⚫ 価格競争の激化
⚫ ダンピング受注
⚫ 適正施工への懸念
⚫ 受注機会の意欲促進
⚫ 担い手確保

不正行為
⚫ ゼネコン汚職（Ｈ５）
⚫ 元建設大臣受託収賄容疑（Ｈ１２）
⚫ 鋼橋談合（Ｈ１７）
⚫ 水門談合（Ｈ１８）
⚫ 高知談合（Ｈ２４）

社会背景
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１．総合評価落札方式

施工能力評価型 技術提案評価型

Ⅱ型 Ⅰ型 S型 ＡⅢ型 ＡⅡ型 ＡⅠ型

9
6

企業が、発注者の示す仕様に基づき、適切で
確実な施工を行う能力を有しているかを、施
工計画を求めて確認する工事

標準案に基づき作成 技術提案に基づき作成

施工計画

求めない
（実績で評価）

可・不可の二段階で評価 点数化

企業が、発注者の示す
仕様に基づき、適切で
確実な施工を行う能力
を有しているかを、企
業・技術者の能力等で
確認する工事

施工上の特定の課題等に関し
て、施工上の工夫等に係る提
案を求めて総合的なコストの
縮減や品質の向上等を図る場
合

施工上の工夫等に係る提案

通常の
構造・工
法では
制約条
件を満
足でき
ない場
合

有力な構
造・工法が
複数あり、
技術提案で
最適案を選
定する場合

部分的な設計変更
を含む工事目的物
に対する提案、高
度な施工技術等に
より社会的便益の
相当程度の向上を
期待する場合

施工方法に加え､工事目
的物そのものに係る提案

部分的な設計変更
や高度な施工技術
等に係る提案

実施しない 必須必要に応じて実施（施工計画の代替も可）

標準案に基づき作成

実施しない ヒアリングの適用に際し必要に応じて実施

WTO対象工事は必須※１
他は必要に応じて実施

WTO対象工事は必須、それ以外は必要に応じて実施

※１）段階選抜の実施方法が確立するまでは、段階選抜を試行する工事で試行的に実施する

■総合評価落札方式のタイプ
品質の求め方として、企業と技術者の施工能力（実績・経験）を求めて評価する施工
能力評価型と、参加者から各工事で定めたテーマの技術提案を求めて評価する技術提
案評価型がある。

技術的な工夫の余地小さい

提案内容

予定価格

評価方法

ヒアリング

段階選抜
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国土交通省

■施工能力評価型の評価方法

○評価項目と評価項目別配点<評価方法>

評価値＝
100+「企業・技術者の能力等」の得点

入札価格

〈企業の施工能力等〉
①同種性の高い工事実績

⇒過去の施工実績として、当該工事と同規模
以上又は同等の施工条件での実績等を評価

②競争参加資格において同種工事の実績として提
出された国土交通省近畿地方整備局発注の工事に
ついて過去４年間の工事成績を評価

〈技術者の能力等〉
①同種性の高い施工経験

⇒過去の施工経験として、当該工事と同規模
以上又は同等の施工条件での実績等を評価

②競争参加資格において同種工事の実績として提
出された国土交通省近畿地方整備局発注の工事
について過去８年間の工事成績を評価

施工能力評価型は企業と技術者の施工能力（実績・経験）を求めて評価する。

○主な評価点
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１．総合評価落札方式

3

5

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2

工事成績優秀企業認定 1

最大1(2)

《2》

－ (1)

2

－ (1)

1

最大2

5

5

6

2

2

《2》

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、I-CON活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

災害活動に対する表彰

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ）

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

現場従事技能者の配置
最大3(0)

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

地域内工事の実績

災害協定の締結

分類 評価項目 配点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》

近畿地方整備局



国土交通省

（千円）

業　者 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社
技術評価点 140 158 170 150 128
入札価格 137,000 143,000 152,000 140,000 110,000

評価値 102.19 110.49 予定価格超過 107.143
無効

（低価格入札）

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、価格と品質を数値化した「評価値」の最も高いも
のを落札者とすることにより、予定価格の範囲内で価格と品質が総合的に優れた施工業者を選定。新しい
施工方法や工夫することなどの技術提案、同種工事の施工経験や工事成績等が評価の対象。

入札結果
（千円）

予定価格 147,000
調査基準価格 129,000

落札者

評価値＝
技術評価点

入札価格

<評価値の算出方法>

■業者選定における評価
例
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国土交通省

工事目的物の性
能・機能の向上
に関する事項

　指定テーマに対して最大５提案とし、６提案以上記入が
あった場合は、当該指定テーマに対する加算点は０点と
する。
　なお、切土施工時における法面の変位等の監視・観測
に係る提案については、評価の対象外とする。
  評価については、原則として各提案毎に現地条件等を
踏まえ、技術提案の工夫による効果について確実性と
重要度により評価し、合算する。

20

社会的要請の対
応に関する事項

　指定テーマに対して最大５提案とし、６提案以上記入が
あった場合は、当該指定テーマに対する加算点は０点と
する。
  評価については、原則として各提案毎に現地条件等を
踏まえ、技術提案の工夫による効果について確実性と
重要度により評価し、合算する。

10

加
算
点

技術
提案

１．切土法面の安定性の
確保のための施工方法
の工夫とその効果

30

２．周辺環境対策の工夫
とその効果

分
類

項目 指定ﾃｰﾏ 評価基準
配
点

■技術提案評価型の評価方法 （ＷＴＯ技術提案評価型）

○評価項目と評価項目別配点例
<評価方法>

評価値＝
100+「技術提案」の得点

入札価格

○テーマ設定例

１．切土法面の安定性の確保のための施工方法の工夫とその効果
・掘削後の地山劣化が進みやすいと想定される箇所において切土工事を行うにあたり、「法面の長期的な安定性の確保」及び
「施工時の安全対策」に留意した施工方法に着目し、５つの提案を求める。

例１） 法面浸食対策に関する工夫
例２） 法面の安定性向上に関する工夫
例３） 排水対策による法面安定に関する工夫
例４） 施工中の監視・観測に関する工夫
例５） 上記(ⅰ）～(ⅳ)の視点以外で法面の安定性を向上させる工夫

２．「周辺環境対策の工夫とその効果」に対する技術提案
・施工箇所周辺は、民家に近接しており、掘削時及び工事現場内における掘削土運搬時においては、騒音・振動・粉塵の環境
に配慮して施工することが重要であり、この趣旨に着目した提案を求める。

技術提案評価型は参加者から各工事毎に定めたテーマの技術提案を求めて評価する。
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１．総合評価落札方式
近畿地方整備局



国土交通省

100

⚫ 近畿地方整備局においては、「企業の参入促進」「担い手確保」「品質の向上」を図
るため各種試行を実施

⚫ 各種試行に応じて、「競争参加資格」や「総合評価の内容」を変更
⚫ 標準的な「競争参加資格」、「総合評価の内容」は以下のとおり

■新たな取り組みについて

２．総合評価方式における新たな取り組み

4

3

5

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2

工事成績優秀企業認定 1

最大1(2)

《2》

－ (1)

2

－ (1)

1

最大2

5

5

6

2

2

《2》
《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、I-CON活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ）

災害協定の締結

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

災害活動に対する表彰

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》

現場従事技能者の配置
最大3(0)施

工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

地域内工事の実績

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

分類 評価項目 配点

 ①工事施工上の留意点（テーマ設定なし） 6
(2×3項目) 10 ②留意点に対する検討事項及びその理由

 ③工程表の作成

【現行の施工能力評価型の配点】
事　　　　項 配点

競争参加資格 総合評価

【企業の要件（主なもの）】
・過去１５年間に同種工事の施工実績を有すること。

発注機関は問わない。
・国土交通省大臣官房官庁営繕部又は各地方整備局

発注の工事である場合は、65点未満でないこと。ま
た、低入札工事にあっては工事成績評定が70点未
満でないことで実績とする。

【配置予定技術者の要件（主なもの）】
・過去１５年間に同種工事の施工経験を有する者であ

ること。発注機関は問わない。
・国土交通省大臣官房官庁営繕部又は各地方整備局

発注の工事である場合は、65点未満でないこと。ま
た、低入札工事にあっても工事成績評定が65点未
満でないことで実績とする。

近畿地方整備局



１）企業の参入機会(意欲)の促進
【施工能力評価型】

①企業チャレンジ型
②企業チャレンジ型（鋼橋上部・ＰＣ）
③企業チャレンジ型（新規参入型）
④受注機会促進型
⑤地域密着防災担い手型
⑥災害用重機評価型
⑦電通チャレンジ型（受変電設備工事）
⑧担当技術者評価型 H31年～

【施工能力評価型・技術提案評価型】
⑨参加機会拡大型

２）担い手確保
【施工能力評価型】

⑩若手・女性チャレンジ型
⑪電通チャレンジ型（通信設備工事）
⑫機械チャレンジ型
⑬週休２日促進型 H31年度～

２．総合評価方式における新たな取り組み

３）工事の品質確保(向上)
【施工能力評価型・技術提案評価型】

⑭新技術導入促進（Ⅰ･Ⅱ）型
【施工能力評価型】

⑮現場従事技能者評価型
⑯ICT工事促進型 H31年度～

【技術提案評価型】
⑰技術向上提案付加型
⑱自由提案型

４）受発注者の負担軽減
【施工能力評価型】

⑲簡易確認型
【施工能力評価型・技術提案評価型】

⑳一括審査方式
【技術提案評価型】

㉑段階式選抜方式
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近畿地方整備局



負担軽減
企業チャレンジ型

直轄と府県政令市の実績も同等に評価す
る型式（新規参入型もあり）

若手・女性チャレンジ型
若手または女性の技術者の現場登用を高く
評価する型式

受注機会促進型
当該年度の受注量により評価する型式

災害用重機評価型
企業の建設機械保有状況を評価する型式

一括審査方式
複数工事を一つの技術提案で評価する型式

電通チャレンジ型(通信)
機械チャレンジ型

専門工事業において企業の実績のみで評価
する型式

地域密着防災担い手型
企業の地域貢献・地域精通度を評価する型式

現場従事技能者評価型
企業の現場従事技能者の配置を評価する型式

新技術導入促進Ⅰ型
新技術を活用する提案を評価する型式

簡易確認型
簡易の技術提案で評価する型式

参入機会(意欲)促進

担い手確保

品質確保(向上)

【施工能力評価型】

参加機会拡大型
（※一般土木B等級、3億円以上WTO未満の

PC工事、鋼橋工事に限る）
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２．総合評価方式における新たな取り組み

電通チャレンジ型(受変電設備)
専門工事業において企業及び技術者の実績
のみで評価する型式

ＩＣＴ工事促進型
ＩＣＴ活用工事の実績を評価する型式

週休２日工事促進型
週休２日工事の実績を評価する型式

担当技術者評価型
担当技術者として従事した同種工事の経
験を監理技術者と同等に評価する型式

近畿地方整備局



負担軽減
参入機会(意欲)促進

参加機会拡大型
（※一般土木B等級、3億円以上WTO未満の

PC工事、鋼橋工事に限る）

新技術導入促進Ⅱ型
新技術を活用する提案を評価する型式

担い手確保

品質確保(向上)

【技術提案評価型】

自由提案型
当該年度の受注量により評価する型式

技術向上提案付加型
当該年度の受注量により評価する型式
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２．総合評価方式における新たな取り組み

一括審査方式
複数工事を一つの技術提案で評価する型式

段階的選抜方式
簡易の技術提案で評価する型式

近畿地方整備局



⚫ 府県･政令市の実績のみしか有していない優良な企業にも 、近畿地整発注工事への入札
参加を促すことが目的

⚫ 競争参加資格および総合評価において、近畿地整の実績だけでなく、府県・政令市の
実績も評価

⚫ 工事種別は、一般土木工事Ｃ等級、維持修繕工事、アスファルト舗装工事、法面処理
工事

⚫ 工事難易度は、技術的難易度が比較的低いⅠ～Ⅲの工事
⚫ 工事の規模は、３億円未満の工事

※発注方式は施工能力評価型（Ⅰ型）を適用

⚫ 企業の要件として、同種工事の施工実績は近畿地方整備局及び各府県・政令市の発注
工事に限る。

⚫ 同種工事の実績の成績は、近畿地方整備局発注の工事である場合は、工事成績評定点
が６５点未満（低入工事は７０点未満）でないこと。また、各府県・政令市の工事で
ある場合は、工事成績評定点が７０点未満でないこと。

⚫ 配置予定技術者の要件として、同種工事の施工経験は問わない。

■施工能力評価型（Ⅰ型）［①企業チャレンジ型 1/2］

１）企業の参入機会(意欲)の促進を図る取り組み

対象工事

競争参加資格
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近畿地方整備局



■施工能力評価型（Ⅰ型）［①企業チャレンジ型 2/2］
総合評価

⚫ 技術評価点の配点は、技術提案［施工計画］（２０点）
⚫ 企業の施工能力、配置予定技術者の能力については、評価しない

※発注方式は、施工能力評価型（Ⅰ型）を適用
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4 8

3 －

5 －

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2 表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

－

工事成績優秀企業認定 1 工事成績優秀企業認定 －

最大1(2) －

《2》 －

－ (1) －

2 －

－ (1) －

1 －

最大2 －

5 －

5 －

6 －

2 －

2 －

《2》 －

【現行の施工能力評価型の配点】 【企業チャレンジ型の配点】
事　　　　項 配点 事　　　　項 配点

配点

 ①工事施工上の留意点（テーマ設定なし） 6
(2×3項目) 10

 ①工事施工上の留意点（テーマ設定なし） 12
(4×3項目) 20 ②留意点に対する検討事項及びその理由  ②留意点に対する検討事項及びその理由

 ③工程表の作成  ③工程表の作成

分類 評価項目 配点 分類 評価項目

－

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点 近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

有用な新技術の活用 有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》 《ICTの活用（i-Construction）》

現場従事技能者の配置
最大3(0)

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

地域内工事の実績

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

－
コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰 コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

-

同種性の高い施工経験 同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定 同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰 技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ）

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

継続学習制度（ＣＰＤ）

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、I-CON活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

災害活動に対する表彰 災害活動に対する表彰

現場従事技能者の配置

地域内工事の実績

災害協定の締結 災害協定の締結

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無 建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

同種性の高い施工実績

１）企業の参入機会(意欲)の促進を図る取り組み
近畿地方整備局



⚫ 府県・政令市の実績のみしか有していない優良な企業に、近畿地整発注工事への入札
参加を促すことが目的

⚫ 過去4年間の間に直轄工事の実績のない者のみを競争参加資格とし、総合評価におい
て府県・政令市の実績・成績を評価

■施工能力評価型（Ⅰ型）［③企業チャレンジ型（新規参入）1/2］

対象工事

競争参加資格

⚫ 工事種別は、一般土木工事Ｃ等級、維持修繕工事、アスファルト舗装工事、法面処理
工事

⚫ 工事難易度は、技術的難易度が比較的低いⅠ～Ⅱの工事
⚫ 工事規模は、２億円未満の工事

※発注方式は施工能力評価型（Ⅰ型）を適用

⚫ 企業及び配置予定技術者の要件として、同種工事の施工実績は近畿地方整備局及び近
畿地整管内の各府県・政令市の発注工事に限る。ただし、過去４年間に直轄工事の受
注実績がある者は参加できない。

⚫ 同種工事の実績の成績は、近畿地方整備局発注の工事である場合は、工事成績評定点
が６５点未満（低入工事は７０点未満）でないこと。また、各府県・政令市の工事で
ある場合は、工事成績評定点が７０点未満でないこと。
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１）企業の参入機会(意欲)の促進を図る取り組み
近畿地方整備局



■施工能力評価型（Ⅰ型）［③企業チャレンジ型（新規参入）2/2］
総合評価

⚫ 技術評価点の配点は、技術提案［施工計画］（２０点）で評価
⚫ 企業の施工能力、配置予定技術者の能力については、評価しない

※発注方式は施工能力評価型（Ⅰ型）を適用
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4 8

3 －

5 －

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2 表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

－

工事成績優秀企業認定 1 工事成績優秀企業認定 －

最大1(2) －

《2》 －

－ (1) －

2 －

－ (1) －

1 －

最大2 －

5 －

5 －

6 －

2 －

2 －

《2》 －

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、I-CON活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

-

同種性の高い施工経験 同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定 同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰 技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ）

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

継続学習制度（ＣＰＤ）

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

災害活動に対する表彰 災害活動に対する表彰

現場従事技能者の配置
－

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰 コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

地域内工事の実績

災害協定の締結 災害協定の締結

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無 建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

同種性の高い施工実績

－

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点 近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

有用な新技術の活用 有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》 《ICTの活用（i-Construction）》

現場従事技能者の配置
最大3(0)

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

地域内工事の実績

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

配点

 ①工事施工上の留意点（テーマ設定なし） 6
(2×3項目) 10

 ①工事施工上の留意点（テーマ設定なし） 12
(4×3項目) 20 ②留意点に対する検討事項及びその理由  ②留意点に対する検討事項及びその理由

 ③工程表の作成  ③工程表の作成

分類 評価項目 配点 分類 評価項目

【現行の施工能力評価型の配点】 【企業チャレンジ型(新規参入)の配点】
事　　　　項 配点 事　　　　項 配点

１）企業の参入機会(意欲)の促進を図る取り組み
近畿地方整備局



⚫ 工事種別は一般土木工事、維持修繕工事、アスファルト舗装工事、法面処理工事、電気設備工事、
受変電設備工事、通信設備工事、機械設備工事

⚫ 工事の規模は、分任支出負担行為担当官発注の工事

同種工事の経験について担当技術者として従事した実績も監理技術者等と同等の評価とする。
ただし、担当技術者として従事した工事に携わる段階で、監理技術者になるために必要な国家資格等を有

している場合に限る。

総合評価

対象工事

⚫ 各業団体との意見交換において、総合評価方式では実績を有する技術者が評価されるため、配置予定技術者と
して申請する技術者が固定化し、また高齢化してきているとの意見あり

⚫ このため、平成３０年度からは現場代理人での実績でも監理技術者等と同等の評価に見直しを行ったところであ
る

⚫ 更に、平成３１年度より担当技術者での実績についても監理技術者等と同等の評価に見直しを行い、実績を有
する技術者数の増加を図る

⚫ なお、品質確保のためには担当技術者が十分な技術力を有している必要があるため、同種工事に携わる段階で
、監理技術者に必要な国家資格等を有している者に限り加算点を与える
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２）担い手の確保を図る取り組み

Ｈ３１年～■施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）［⑧担当技術者評価型 １／２］

近畿地方整備局



２）担い手の確保を図る取り組み

分
類

配点 計 配点 計

企
業
の
施
工
能
力

20 20 20 20

監理・主任技術者
現場代理人 5

担当技術者 0
監理・主任技術者
現場代理人

5

担当技術者 0
監理・主任技術者
現場代理人

6

担当技術者 0

2 2

2 2

（2） （2）

同種工事の経験における監
理技術者等としての施工経
験の有無

同種工事の経験について
の工事成績評定

5

5

6

施
工
能
力
等

○同種性の高い施工実績
○過去４年間の成績評定の平均点
　　　　　　　　・
　　　　　　　　・

技術者表彰

20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

継続学習制度（ＣＰＤ）

舗装施工管理技術者資格 ※工事種別がAS工事の場合

同種性の高い施工経験

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

評価項目

施工能力評価型 担当技術者評価型

変更なし

■施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）［⑧担当技術者評価型 ２／２］ Ｈ３１年～

総合評価配点

同種工事の経験について担当技術者として従事した実績も監理技術者等と同等の評価とする

近畿地方整備局
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⚫ 一般土木Ａ等級等でのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する動きを踏まえ、
H28年度まで試行実施した若手チャレンジ型と女性活用型を統合し、配置予定技術者に
40才以下もしくは女性を配置する場合に加点を行う試行

⚫ 総合評価において、若手もしくは女性の技術者の配置により評価

■施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）［⑩若手・女性チャレンジ型 1/2］

⚫ 工事種別は、全種別
⚫ 工事難易度は、技術的難易度が比較的低いⅠ～Ⅱの工事

ただし、鋼橋上部、PCの場合、工事難易度がⅢでも適用
⚫ 工事規模は、３億円以下の工事

対象工事

競争参加資格

⚫ 企業及び配置予定技術者とも、標準と同様

総合評価

⚫ 技術評価点の配点は、
技術提案[施工計画](10点)＋企業の施工能力(20点)＋配置予定技術者の施工能力(10点)

⚫ 技術提案について、若手もしくは女性の技術者を配置する事にあたっての企業の支援体制を
評価

⚫ 配置予定技術者の施工能力について、４０歳以下の技術者もしくは女性の技術者を配置する
場合に評価
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２）担い手の確保を図る取り組み
近畿地方整備局
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4 4

3 3

5 5

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2 表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2

工事成績優秀企業認定 1 工事成績優秀企業認定 1

最大1(2) 最大1(2)

《2》 《2》

－ (1) － (1)

2 2

－ (1) － (1)

1 1

最大2 最大2

5 －

5 －

6 －

2 －

2 －

《2》 －

10

施
工
能
力
等

【現行の施工能力評価型の配点】 【若手・女性チャレンジ型の配点】

分類 評価項目 配点 分類 評価項目 配点

6
(2×3項目) 10

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点 施

工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点 近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

有用な新技術の活用 有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》 《ICTの活用（i-Construction）》

現場従事技能者の配置
最大3(0)

地域内工事の実績

災害活動に対する表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

同種性の高い施工実績

配点

10

同種性の高い施工経験 同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定 同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰 技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ） 継続学習制度（ＣＰＤ）

災害活動に対する表彰

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験
配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

40歳以下又は女性の監理(主任)技術者を配置

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

6
(2×3項目) 10

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、I-CON活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、I-CON活用工事のみ記載

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

地域内工事の実績

災害協定の締結災害協定の締結

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無 建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

現場従事技能者の配置
最大3(0)

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰 コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

事　　　　項

 ①工事施工上の留意点（テーマ設定なし）

 ②留意点に対する検討事項及びその理由

 ③工程表の作成

 ①工事施工上の留意点（テーマ設定なし）
　※留意点３項目のうち１項目は「企業の支援体制」

 ②留意点に対する検討事項及びその理由

 ③工程表の作成

事　　　　項配点

■施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）［⑩若手・女性チャレンジ型 ２/2］

２）担い手の確保を図る取り組み
近畿地方整備局



⚫ 2019年４月より順次施工される「働き方改革関連法」を受け、国土交通省の取組のひ
とつである「週休２日工事」の更なる促進を図り、労働環境の改善ひいては建設業に従
事する担い手を確保することが目的

⚫ 総合評価において、週休２日工事を実施した実績があれば評価

⚫ 工事種別及び工事難易度は問わない
⚫ 施工能力評価型の工事
⚫ 週休２日工事の一部に適用

⚫ 加算点
企業の施工能力において加点

対象工事

112

総合評価

４週８休以上 ４週７休以上８休未満 ４週６休以上７休未満 ４週６休未満

２点 １.５点 １点 ０点
加算点

２）担い手の確保を図る取り組み

⚫ 週休２日工事の実績は履行証明書により確認（工事成績評定通知日から１年間有効。）
⚫ 履行証明書は｢発注者指定型｣又は｢受注者希望型で受注者が実施を希望した工事｣のうち､４週６休以上の

実施が確認できた工事かつ、工事成績が６５点（低入札工事は７０点）以上の工事に交付
⚫ 履行実績で挙げる工事の工事種別は問わない。
⚫ 履行実績で挙げる工事は、同種工事の経験と同じ工事である必要はない。

Ｈ３１年度～■施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）［⑬週休２日促進型 １/２］
近畿地方整備局



総合評価

113

２）担い手の確保を図る取り組み

Ｈ３１年度～■施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）［⑬週休２日促進型 ２/２］

3 3

5 3

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2 表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2

工事成績優秀企業認定 1 工事成績優秀企業認定 1

最大1(2) 最大1(2)

《2》 《2》

－ (1) － (1)

2 2

－ (1) － (1)

1 1

最大2 最大2

－ 最大2

5 5

5 5

6 6

2 2

2 2

《2》 《2》

【現行の施工能力評価型の配点】 【週休２日促進型の配点】
分類 評価項目 配点 分類 評価項目 配点

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点 近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

有用な新技術の活用 有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》

災害活動に対する表彰

現場従事技能者の配置

地域内工事の実績

災害協定の締結 災害協定の締結

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

企
業
の
施
工
能
力

最大3(0)
コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰 コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

《ICTの活用（i-Construction）》

現場従事技能者の配置
最大3(0)

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

地域内工事の実績

－

災害活動に対する表彰

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、ＩＣＴ活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、ＩＣＴ活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

同種性の高い施工経験 同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定 同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰 技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ） 継続学習制度（ＣＰＤ）

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

施
工
能
力
等

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

週休2日工事の実績の有無

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

近畿地方整備局



《 新技術導入促進（Ⅰ）型》 【 実用段階にある新技術を対象】

施工能力評価型において、発注
者が指定するテーマに基づき、
実用段階にある新技術を活用す
る提案を求め、その提案が有効
かつ具体的であると評価した場
合に評価

原則として、技術提案評価型において、効率的な施工管理、安全管理等を実施することにより工事品質の向上等を
推進するため、主として実用段階に達していない新技術の開発、または要素技術の検証に関する提案を求め、提案技
術の有効性、具体性等について評価する。契約後、提案に基づき施工を実施し、当該工事の品質向上等の他に公共工
事に及ぼす影響等について検証

《 新技術導入促進（Ⅱ）型》 【 研究開発段階にある新技術を対象】

⚫ 建設現場におけるイノベーションの推進、生産性の向上及び若手技術者の確保を目的に
、これまでのNETIS活用結果による評価に加え、現場ニーズに基づいた「新技術導入促
進型総合評価方式」を新設

対象工事

総合評価

工事規模は、本官工事

工事規模は、
3億円以下の工事

対象工事

■施工能力・技術提案評価型［⑭新技術導入促進型］

114

3 3

5 5

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2 表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2

工事成績優秀企業認定 1 工事成績優秀企業認定 1

最大1(2) 1

《2》 《2》

－ (1) － (1)

2 2

－ (1) － (1)

1 1

最大2 最大2

5 5

5 5

6 6

2 2

2 2

《2》 《2》

継続学習制度（ＣＰＤ）

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、I-CON活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、I-CON活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

同種性の高い施工経験 同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定 同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰 技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ）

地域内工事の実績

災害協定の締結 災害協定の締結

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無 建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

災害活動に対する表彰 災害活動に対する表彰

現場従事技能者の配置
最大3(0)

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰 コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点 近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

有用な新技術の活用 テーマに基づく有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》 《ICTの活用（i-Construction）》

現場従事技能者の配置
最大3(0)施

工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

地域内工事の実績

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

分類 評価項目 配点 分類 評価項目 配点

【現行の施工能力評価型の配点】 【新技術導入促進型の配点】

３）工事の品質確保(向上)を図る取り組み

Ｈ３０年度～

近畿地方整備局



対象工事 工事規模として、３億円以下の工事 （各府県で１～２件程度実施）

総合評価

⚫ 登録基幹技能者等を評価する｢現場従事技能者の配置｣項目に高い評価を持たせることで、
技能労働者の資格保有者の増加を促し、新たな技能労働者の増加にも期待

⚫ 「企業の能力評価」の技能労働者に関係する評価項目と「配置予定技術者の能力」で加点

※現場従事技能者とは、登録基幹技能者・建設マスター・現代の名工・技能士の資格等を受け、優秀な技能・技術を有することや、
建設現場における直接の生産活動において中核的な役割等を担う者

■施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）［⑮現場従事技能者評価型］
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3 －

5 －

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2 表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

－

1 －

最大1 －

《2》 －

最大16

4

2 －

1 －

最大2 －

5 5

5 5

6 6

2 2

2 2

《2》 《2》

【現行の施工能力評価型の配点】 【現場従事技能者評価型の配点】

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

最大3
施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

分類

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

分類配点 配点評価項目

同種性の高い施工実績 同種性の高い施工実績

工事成績優秀企業認定

有用な新技術の活用

評価項目

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

工事成績優秀企業認定

有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》

現場従事技能者の配置

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ）

《ICTの活用（i-Construction）》

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

地域内工事の実績

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

災害活動に対する表彰

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

同種性の高い施工経験

○上記評価項目は施工能力評価型で現場従事技能者の対象工種がある場合
　※１：登録基幹技能者、建設マスター、現代の名工の場合（技能士は２点）
　※２：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

○上記評価項目は施工能力評価型で現場従事技能者の対象工種がある場合
　※１：登録基幹技能者、建設マスター、現代の名工の場合（技能士は２点）
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、I-CON活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

20

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

地域内工事の実績

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

災害活動に対する表彰

現場従事技能者の配置
【最大４技能者×４点（１技能者当たり）※１】

同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ）

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定

３）工事の品質確保(向上)を図る取り組み

Ｈ３０年度～

近畿地方整備局



⚫ 建設業は社会の安全･安心を担う地域の守り手として重要な役割を担っているが、今後
懸念される担い手不足への対応が必要。このため、建設生産プロセスにおいてＩＣＴの
活用などの｢i-Construction｣を推進し、生産性の向上や働き方の改善を図りひいては、
建設業に従事する担い手を確保することが目的

⚫ 総合評価において、ＩＣＴ活用工事を実施した工事実績により評価

⚫ 工事種別、難易度は問わない
⚫ 施工能力評価型の工事
⚫ ＩＣＴ活用工事の一部に適用

対象工事

116

総合評価

⚫ 加算点
企業の施工能力において加点

①ＩＣＴ活用工事の実績あり：２点 ②ＩＣＴ活用工事の実績なし：０点

⚫ ＩＣＴ活用工事の実績は履行証明書により確認（工事成績評定通知日から１年間有効。）
⚫ 履行証明書は｢発注者指定型｣又は｢施工者希望型Ⅰ型又はⅡ型で受注者が実施を希望した工事｣のうち､Ｉ

ＣＴ活用が確認できた工事かつ、工事成績が６５点（低入札工事は７０点）以上の工事に交付
⚫ 履行実績で挙げる工事の工事種別、ＩＣＴ活用の種類は問わない。（種類とは、ICT土工、ICT舗装、

ICT浚渫のこと。）
⚫ 履行実績で挙げる工事は、同種工事の経験と同じ工事である必要はない。

Ｈ３１年度～■施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）［⑯ICT工事促進型 １/２］

３）工事の品質確保(向上)を図る取り組み
近畿地方整備局



総合評価
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3 3

5 3

表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2 表彰

・優良工事等施工者表彰
・コンクリート構造物品質コンテスト表彰
・下請企業表彰
・近畿建設リサイクル表彰

最大2

工事成績優秀企業認定 1 工事成績優秀企業認定 1

最大1(2) 最大1(2)

《2》 2

－ (1) － (1)

2 2

－ (1) － (1)

1 1

最大2 最大2

－ 2

5 5

5 5

6 6

2 2

2 2

《2》 《2》

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：企業の施工能力の欄《 》内は、ＩＣＴ活用工事のみ記載
　※３：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

　※１：企業の施工能力欄の（ ）内は、現場従事技能者の対象工種がない場合
　※２：配置予定技術の能力欄の《 》内は、ＡＳ舗装工事のみ記載

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

同種性の高い施工経験 同種性の高い施工経験

同種工事の経験についての工事成績評定 同種工事の経験についての工事成績評定

技術者表彰 技術者表彰

継続学習制度（ＣＰＤ） 継続学習制度（ＣＰＤ）

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

施
工
能
力
等

ＩＣＴ活用工事の実績の有無

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

企
業
の
施
工
能
力

災害活動に対する表彰 災害活動に対する表彰

現場従事技能者の配置

地域内工事の実績

災害協定の締結 災害協定の締結

建設業事業継続計画（BCP）認定の有無 建設業事業継続計画（BCP）認定の有無

同種性の高い施工実績

コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰 コンクリート構造物品質コンテスト技能者表彰

ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得 ＩＳＯ９０００シリーズ認証取得

最大20

AS舗装工事
の場合でも
最大20点

配
置
予
定
技
術
者

の
能
力

監理(主任)技術者等としての同種工事の経験

《舗装施工管理技術者資格》
※当該工事の工事種別がAs舗装の場合

最大20

近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点 近畿地整の過去の４年間の工事成績評定平均点

有用な新技術の活用 有用な新技術の活用

《ICTの活用（i-Construction）》 ICTの活用（i-Construction）

現場従事技能者の配置
最大3(0)

同種性の高い施工実績

最大20

I-CON
活用工事

の場合でも
最大20点

施
工
能
力
等

企
業
の
施
工
能
力

地域内工事の実績

－

最大3(0)

【現行の施工能力評価型の配点】 【ＩＣＴ工事促進型の配点】
分類 評価項目 配点 分類 評価項目 配点

Ｈ３１年度～■施工能力評価型（Ⅰ型・Ⅱ型）［⑯ICT工事促進型 ２/２］

３）工事の品質確保(向上)を図る取り組み
近畿地方整備局



⚫ 競争参加業者の技術提案作成に関する負担や発注者の技術審査に関する負担といった総合評
価における技術力審査・評価を効率化が目的

⚫ 競争参加資格確認資料と入札書を同時期に提出する同時提出型において、競争参加資格確認
資料として提出する資料を｢簡易技術資料(1枚)｣とする

⚫ ｢簡易技術資料｣と｢応札価格｣により評価した結果､上位３者以上を落札候補者として認定し､
競争参加資格確認資料の｢詳細技術資料｣の提出を求めて､｢簡易技術資料｣の内容を補完

４）受発注者の負担軽減を図る取り組み

■施工能力評価型［⑲簡易確認型］
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Ｈ３０年度～

近畿地方整備局



以下の条件をすべて満たす２以上の工事。ただし分任支出負担行為担当官発注で難易度が低い工
事については、イ）からホ）までの条件をすべて満たせばよい。

イ）支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官が同一である工事
ロ）工事の目的・内容が同種の工事であり、技術力審査・評価の項目が同じ工事
ハ）工事種別及び等級区分が同じ工事
ニ）施工地域が近接する工事
ホ）入札公告、競争参加資格申請書等の提出、入札、開札及び落札決定のそれぞれに

ついて同一日に行うこととしている工事
ヘ）求める技術提案のテーマが同一となる工事（施工計画の場合も可）
ト）技術的難易度について今回求めるテーマに関連のある項目の評価が同じ工事

■技術提案評価型、施工能力評価型［⑳一括審査方式 1/2］

⚫ 競争参加業者の技術提案作成に関する負担や発注者の技術審査に関する負担といった総合評
価における技術力審査・評価を効率化が目的

⚫ 競争参加要件等が共通化できる複数の工事について、求める技術資料の提出は１つのみとし、
その評価結果を複数の工事の総合評価に活用

⚫ 最初の工事を落札すると他工事においては除外とすることから、配置予定技術者は１名のみ
で提案

⚫ 求めるテーマ、施工計画については一括で審査する各工事に共通する項目に限定

適用条件
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４）受発注者の負担軽減を図る取り組み
近畿地方整備局



複数工事をまとめて１つの公告を行う

参加希望者は希望する工事に対し申請
書を提出する。 技術資料はいづれか１
つの工事に対してのみ提出すればよい。

ただし１つの公告に対し、配置予定技
術者は１名のみとする。

技術資料の審査をおこなう。
申請者各々の加算点は、希望された工

事すべて同じ点数。

あらかじめ入札説明書に示した順番に開
札をおこない、工事ごとに最も評価点の高
い者が落札。

落札者は配置予定技術者の専任が必要な
ので、今回公告の他工事を無効することを
要件として課す。

Ａ者
①希望
②希望
③希望

Ｂ者
①希望
②希望
③希望

Ｄ者
①希望
②希望
③希望

Ｃ者
①希望
②希望
③なし

・・・

Ａ者10.0
→２位

Ｂ者13.3
→落札

Ｄ者 8.0
→３位

Ｃ者 7.5
→４位

・・・

Ａ者
25.0
→落札

Ｂ者
辞退

Ｄ者
20.0
→ ２位

Ｃ者
10.0
→ ３位

・・・

Ａ者
辞退

Ｂ者
辞退

Ｃ者
希望なし

・・・

工事①

工事③

工事②

工事①、工事②、工事③を１つにまとめて公告

Ａ者
①50点
②50点
③50点

Ｂ者
①40点
②40点
③40点

Ｄ者
①40点
②40点
③40点

Ｃ者
①30点
②30点
③ ー

・・・加算点

Ｄ者
20.0
→落札

申請

＜手続の流れ＞

入札を希望する工事のみ札を入れる。

Ａ者
①500
②200
③100

Ｂ者
①300
②300
③200

Ｄ者
①500
②200
③200

Ｃ者
①400
②300
③ ー

・・・入札価格
評価点例＝

加算点/入札価格
×１００

(40点
/500×100=8.0)

４）受発注者の負担軽減を図る取り組み

■技術提案評価型、施工能力評価型［⑳一括審査方式 ２/2］
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近畿地方整備局



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Ⅳ．近畿地方整備局における
業務の品質確保について

121



設計成果の品質確保の取り組みの方向性について

【背景とこれまでの取り組みの方向性】

設計業務は設計・施工・管理の上流部分に位置し、公共工事の品質の確保を図る
上で非常に 重要な位置を占めている。

しかしながら、近年、設計ミスの発生などの設計業務の品質低下が指摘されている
ところであり、設計業務について、新たな品質確保の対策を検討してきたところである。

これまでの検討の結果をふまえた、取り組みの方向性は以下の通りである。

○ 品質確保に関わる責任が曖昧なことが、業務品質の低下の一要因と考えられる
ことから、 受発注者の責任を明確にし、それぞれが、それぞれの役割を十分に
果たす取り組みを充実させる。

（「検査技術基準」および「技術検査基準」の策定 等）

○ 加えて、発注者は、受注者が責務を果たすための意識の向上、環境の整備を実
施

（履行期限の平準化、条件明示の徹底、確実な照査の実施 等）

○ これらの取り組みを継続して実施するとともに、対象を拡大し、各種取り組みの
定着を図る。

平成26年2月28日
調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会

近畿地方整備局
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発注者の役割・責任と品質確保のための具体的取組み
近畿地方整備局
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取り組み項目 対策概要（目的・効果）

業
務

発
注

発
注
者

の
役
割

①適正な履行期間の設定および履行期限の平準化
（H23～ 原則、全ての業務）※年間を通して行う業務は除く

・早期発注および適正な履行期間による業務発注に努める。
⇒履行期限の年度末集中による受注者の作業時間・照査時間の不足によるミス発生を回避。

【平成31年度目標（案）】 履行期限12月まで：30％以上、1～3月：70％以下

業
務
履
行

契
約
上
の
責
任

②条件明示の徹底

［条件明示チェックシート（案）の活用］
（H24～ 一部の詳細設計業務について試行

H25～ 適用工種を拡大して実施）
［設計業務等 実施条件明示マニュアル（案）］
（H28～ 平成２８年４月１日以降入札公告を行う業務から適用）

・設計業務における発注者の条件明示の徹底
詳細設計業務発注時に、業務履行に必要な設計条件（基本条件や協議の進捗状況、貸与資料等）を発注

者が確認し、適切な時期に受注者に明示。
⇒業務履行における発注者の責任の確実な履行。

受
発
注
者
双
方
の
責
任
の
履
行
促
進
の
た
め
の

業
務
環
境
の
整
備

③合同現地踏査の実施
（H23～ 全ての業務）

・業務着手段階において、受発注者で合同現地踏査を実施。
⇒設計条件・施工の留意点、関連事業の情報、設計方針の明確化・共有を図る。

地質構造の複雑な箇所等、特に地質情報の不確実性が高い現場の合同現地踏査等において地質業務の
受注者等を参画させ、成果の品質確保・向上に努める（H29試行）

④業務スケジュール管理表の活用
（H23～ 全ての詳細設計業務）
（H29～ 【履行期間設定支援型】試行）

・受発注者で合意した業務スケジュール管理表を活用。
⇒発注者の判断・指示が必要な事項について、受発注者で協議し、その役割分担、着手日及び回答期限を
定め、明記。
⇒適切な履行期限の延期（繰越を含む）および、委託料の変更の必要性に関する資料として活用。

⑤ワンデーレスポンスの実施
（H23～ 全ての詳細設計業務）

・受注者により設計条件に関する質問・協議があった際は、その日のうちに回答。検討に時間を要する場合は、
回答可能な日を通知。 ⇒円滑な業務の進捗を図る。

⑥ウィークリースタンスの推進
（H30～ 全ての業務）

・業務を円滑かつ効率的に進めるため、受発注者間における仕事の進め方として、一週間における受発注者
間相互のルールや約束事、スタンスを目標として定め、計画的に業務を履行。

⑦受注者による確実な照査の実施
（H28 照査体制の強化（赤黄チェック）を本格運用）
（H29 詳細設計照査要領の改定）

・基本事項の照査については、「詳細設計照査要領」に基づき実施することを特記仕様書で義務付け。⇒基
本的事項の照査内容の統一を図り、成果品の品質確保を図る
・業務スケジュール管理表に照査の実施時期・必要期間を明記することにより、適正な照査期間を確保。
⇒照査期間に配慮した工程管理。
・照査技術者自身による照査報告 ⇒受注者の照査に対する意識の向上。成績評定への反映。
・入札段階における予定照査技術者の評価 ⇒優れた照査技術者を配置する企業を評価。
・照査体制の強化（赤黄チェック）/照査費用の見直し
⇒データ入力時の不注意・確認不足による図面作成ミス（単純ミス）の防止。

検
査

会
計
法
・
品

確
法
上
の
発

注
者
の
責
任

⑧発注者の行う検査範囲の明確化
「検査技術基準」および「技術検査基準」の策定
（H24～ 設計業務について試行

H25～ 調査設計、測量、地質、発注者支援業務等
のすべての業務で試行を実施）

・発注者の行う検査範囲の明確化による受発注者の責任分担の明確化
会計法に基づく給付の完了の確認ための検査と、品確法に基づく履行の過程及び成果を評価するための技
術検査を明確に区分。
⇒給付の確認ための検査範囲を超えるものは、受注者の責任により品質確保を図ることを明確化。

委託業務等成績評定要領の改定に向けた試行の実施（H29.4.10～H29.6.30に完了検査を実施する業務）

受
発
注
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

円
滑
化
の
取
り
組
み



BIM/CIMの活用

調査・設計段階、施工段階、維持管理の各段階で、３次元（立体的、可視化）モデルを活用することに
より、構造体などが完成後と同じ状態で見えることから様々な効果が期待され業務の効率化や建設事業全
体での生産性の向上を図る

• 平成２９年度１１月１６日以降公示する橋梁、トンネル、河川堤防及び河川構造物（樋門、樋管等）、ダムの詳細
設計業務において原則実施。また、工事についても引き続き活用を推進。

（発注者）

（発注者）

３次元モデル
（設計レベル）

３次元モデル
（施工レベル）

３次元モデル
（管理レベル）

３次元モデル
（施工完了レベル）

・発注業務の効率化
（自動積算）

・違算の防止
・工事数量算出（ロット割）の効率化

・起工測量結果
・細部の設計

（配筋の詳細図、現地取り付け等）・干渉チェック、設計ミスの削減
・構造計算、解析
・概算コスト比較
・構造物イメージの明確化
・数量の自動算出

・点検・補修履歴
・現地センサー（ICタグ等）

との連動

・施工情報（位置、規格、出来
形・品質、数量）

・維持管理用機器の設定
・施設管理の効率化・高度化
・リアルタイム変状監視

・干渉チェック、手戻りの削減
・情報化施工の推進

・測量（3次元点群測量）
・地形データ（３次元）
・詳細設計（属性含む）

（施工段階で作成する方が効率
的なデータは概略とする）

・設計変更の効率化
・監督・検査の効率化

施工（完成時）

・完成データの精緻化・高度化

維持・管理

調査・測量・設計

（発注者）

・適正な施設更新
・３Ｄ管理モデルの活用

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【作成・追加するデータ】

【得られる効果】

【得られる効果】

【得られる効果】

３次元モデルの連携・段階的構築

施工（着手前）

３次元モデル例

フロントローディングの推進
現状：ＣＩＭ活用段階今後：ＣＩＭ活用段階

施工段階で3次元モデルを
作成しＣＩＭを実施

測量・設計施工段階で3次元モデルを
作成し成果を工事へ活用

・現場管理の効率化
・施工計画の最適化
・安全の向上
・設計変更の効率化

【得られる効果】
・時間軸（４Ｄ）

【追加するデータ】

施
工
中

近畿地方整備局
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ノー残業デー 新たな試行の取り組み（H27から試行）

■ノー残業デー

・建設コンサルタントの担い手確保（労働環境改善）のため、ノー残業デーの試行業務
を実施する。

・特記仕様書に明記し、受発注者一体となって取り組む。

◆対象業務

・標準的、一般的な河川・道路等の設計業務。

※河川：河川構造物予備設計・詳細設計・堤防護岸設計 等

道路：道路概略設計、構造物詳細・補修設計（一般）、道路詳細設計（一般・修正） 等

・業務契約後、受注者に「ノー残業デー」の試行内容の主旨を説明する。

「受注者の取組み内容については、あくまでも受注者において判断し実施するものとする。

○特記仕様書（案）

第●●条（ノー残業デーの取り組み）

１．本業務は、「ノー残業デー」の試行業務である。

２．「ノー残業デー」の試行内容については、受発注者において協議するものとする。

なお、実施結果は、成績評定の対象とする。

近畿地方整備局
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設計業務等の業務環境の改善について
近畿地方整備局
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平成３０年１０月１６日事務連絡（管内周知）
平成３１年２月改正

設計業務等を円滑かつ効率的に進めるため、受発注者間における仕事の進め方を共有することで、計画的に業
務を履行しつつ、非効率なやり方の業務環境を改善し、より一層の業務の円滑な実施と品質向上に努めると共に、
建設業界の魅力ある仕事、現場の創造に努める。

すべての業務（平成30年11月1日以降より取組開始。平成31年2月1日以降改正）

３．対象

業務着手時の打合せにおいて受発注者間で確認、調整のうえ詳細な内容を設定し実施する。
（１）休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない
（２）休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない
（３）ノー残業デーは勤務時間外の依頼はしない
（４）昼休みや午後５時以降の打合せを行わない。
（５）作業内容に見合った作業期間を確保する（標準作業期間として最低中３日を確保）
（６）その他受発注者間で確認・共有する

◆進め方
（１）業務受注者は別紙－１を作成し、業務着手時に受発注者の勤務時間、定時退社日などの就業環境や、業
務特性等を勘案し、実施日、実施時間等、実施する内容を設定する。
（２）実施にあたっては、業務スケジュール管理表等を積極的に活用する。

２．実施内容

１．目的

設計業務等の業務環境改善 実施要領（案）

日 月 火 水 木 金 土

依頼
中３日

期限

標準的な作業期間



設計業務等の業務環境の改善について（取組の例）
近畿地方整備局
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別紙－１ ウィークリースタンス推進チェックシート

初回打合せにおいて受発注者間で取組内容
を定める。

受注者の希望する実施項目、実施した項目
についてはフォローアップしていく予定。

受注者は取り組む項目を記載し、実施欄に
「□」を入力。
初回打合せを行い取組内容を定める。

初回打合せにおいて取り組むこととした項目
については「■」として実施に取り組む

近畿地方整備局HPへ掲載
【概要・様式】
http://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/index.html

【様式】
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/co

nsultant/hikkei_sekkei/index.html

実施日

業務名

工期 ～

発注者 事務所名

役職名

参加者名

受注者 会社名

役職名

参加者名

※1　毎月の定時退社・退庁の曜日または日を記入すること

※2　(1)～(5)以外で取り組む内容がある場合に記入すること

※　業務の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び
　　休日又は夜間作業等により、設定した取り組みが実施出来ない場合の対処方
　　法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）について双方で確
　　認し設定

※　受注者の希望する実施項目は「□」とし、
　　初回打合せを踏まえ実施する項目を「■」とする。

（４）緊急時等の対処方法
緊急時等の対処方法

権利者等との調整の結果、休日の作業となる場合は休日明け日（●曜日）を振替日（休日）とする。

ノー残業デーは権利者等の第三者の要求によるものを除き勤務時間外の業務対応を求めない。

○○の作業など、短期間での依頼が○月頃想定され、臨機に対応を図ることとする。

標準作業期間：作業内容や手持ち業務量（他業務の作業）を勘案し受注者で業務管理が適切に行
えるよう確保するものであり簡易な作業や調整などにおいて同様の期間を確保するというもので
は無い。

　（５）作業内容に見合った作業期間を確保する。
     （標準作業期間として最低中３日を確保）

□

　（６）その他の項目※2

打合せは１０時～１６時までの時間とする □

　（３）ノー残業デーは勤務時間外の依頼はしない。 毎週水曜日（第三者の要求対応を除く） ■

　（４）昼休みや午後５時以降の打合せを行わない。 １６時以降の打合せを行わない。 □

実施項目 特記事項（日付け等の設定） 実施

　（２）休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 金曜日等（第三者の要求対応を除く） ■

始業時間 8:30 始業時間 9:15

　（１）休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。 月曜日等（第三者の要求対応を除く） ■

終業時間 17:15 終業時間 18:00

ノー残業デー※１ 毎週水、金曜日、毎月16日 ノー残業デー※１ 毎月10日、15日、20日、25日

（３）ウィークリースタンス取り組み実施内容　（■実施項目）

○○　○○

（２）営業時間等
発注者 受注者

別紙－１

ウィークリースタンス推進チェックシート（初回打合せ時）

（１）協議参加者 平成30年10月1日

○○地区××橋詳細設計業務

平成30年10月1日 平成31年2月28日

設計書コード ＊＊＊＊＊＊＊＊

○○河川国道事務所

総括調査員 主任調査員 調査員

○○　○○ ○○　○○ ○○　○○

○○コンサルタント(株)

(管理技術者)

予め対応出来ない事項やその措

置に対する対応を確認する。

http://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/index.html
http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/hikkei_sekkei/index.html


ワークライフバランスの取り組み（H28から試行）

評価対象期間の年度 発注年度

実績を評価する期間
（評価対象期間（○○年間））

長期休暇を
取得した期間

評価対象期間に加える

【イメージ図】
長期休暇を取得した期間に相当する期間を評価対象期間に加える措置

業務履行期間

（現行）

（見直し）

・技術者が、やむを得ず長期休暇を取得した場合、業務発注時における配置予定技術者の成績、
表彰等を評価する期間が実質短くなることから、評価期間の考え方を見直す取り組み。

・業界への就業率の向上・継続就業を支援するとともに、ワークライフバランス（ＷＬＢ）の促進に
繋げていく。

◆評価期間に加える期間

休暇期間：１年以上２年未満の場合 １年

２年以上３年未満の場合 ２年

◆対象となる長期休暇

産前休業 ・産後休業 ・育児休業

介護休業 ・傷病休業

◆対象

プロポーザル方式及び総合評価落札方式

で発注する全業務

◆長期休暇期間を評価対象期間に加える

ことができる項目

・同種・類似業務の経験

・業務の実績 ［配置予定技術者の能力（加算点）］

・業務の成績 ［ 〃 ］

・業務の表彰 ［ 〃 ］

近畿地方整備局
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Ⅴ．社会資本のメンテナンス



このままでは大変！ 近畿地方整備局
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道路施設の管理体制 近畿地方整備局
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日本の道路は、道路種別に応じて複数の機関が管理しています。

道路施設としての橋梁は、約７３万橋あり、このうち地方公共団体が管理する橋梁が約６６

万橋と全体の９割以上を占めています。

これはアメリカと比較すると、非常に多くなっています。

【グラフ：道路種別別の橋梁数】

直轄国道 約41,000橋（6%）

高速自動車国道 約21,000橋（3%）

補助国道 約35,000橋（5%）

都道府県道
約113,000橋（16%）

市町村道
約516,000橋（71%）

橋梁
約73万橋
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増え続ける５０歳以上の橋梁 近畿地方整備局
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建設後50年を経過した橋梁の割合は、現在は約25％であるのに対し、10年後に

は約50%に急増します。特に橋長15m未満の橋梁では約57%と約半数以上が建設後

50年を経過します。

高速道路会社

国土交通省

都道府県・政令市等

市区町村

（出典）道路局調べ(H30.3末時点）

※この他に建設年度不明橋梁約23万橋

建設年度別橋梁数



長寿命化のカギはメンテナンスサイクル 近畿地方整備局
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予防保全で早期発見・早期対策 近畿地方整備局
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予防保全により将来の維持管理費を削減

予防保全を前提としたメンテナンスの計画的な実施



メンテナンスはセカンドステージへ 近畿地方整備局
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社会資本整備審議会（道路分科会基本政策部会）
第６１回基本政策部会（2017年4月14日）資料抜粋



予防保全を前提としたメンテナンス 近畿地方整備局
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【メンテナンスのセカンドステージ】



予防保全を前提としたメンテナンス 近畿地方整備局
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【メンテナンスのセカンドステージ】



新技術による効率的・効果的なメンテナンスの実現 近畿地方整備局

【メンテナンスのセカンドステージ】
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新技術による効率的・効果的なメンテナンスの実現 近畿地方整備局

【メンテナンスのセカンドステージ】
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集約化・撤去による管理施設数の削減 近畿地方整備局

【メンテナンスのセカンドステージ】
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地方への国の関わり（取組のさらなる充実） 近畿地方整備局

【メンテナンスのセカンドステージ】
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国民への周知・理解の醸成 近畿地方整備局

【メンテナンスのセカンドステージ】
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近畿管内の道路施設 近畿地方整備局
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（１）近畿管内の橋梁数

○近畿地整管内には、橋梁が約10万橋あり、このうち、地方公共団体が管理する橋梁が約9万橋

であり、9割以上を占める。

（２）建設年度別の橋梁数

○建設後50年を経過した橋梁の割合は、現在は約28％であるのに対し、10年後には約52％に急増。
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市町村

府県・政令市

高速道路会社

国土交通省

建設年度別橋梁数

高速道路会社 約3,800橋（4%）

国土交通省 約4,800橋（5%）

府県 約19,000橋（19%）

政令市 約6,700橋（7%）

市町村 約64,000橋（65%） 橋梁
約10万橋

地方公共団体管理 約9万橋



近畿管内 H29年度定期点検結果 近畿地方整備局

144

○Ｈ２６～Ｈ２９年度点検結果

○ 平成26～29 年度の累積点検実施率は、橋梁 約82％、トンネル 約67％、道路附属物等

約78％となっています。

【健全性判定区分】 H26～H29点検済み施設の判定
○橋梁、トンネル等の点検結果は、健全性を4段階に区分します。

8%

16%

19%

20%

18%

28%

24%

15%

17%

25%

19%

20%

23%

32%

16%

橋梁

トンネル

道路附属物等

【近畿 全道路管理者分】

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

(8%) (27%)
82%

(15%) (19%)
78%

(19%)

(14%) (14%)
67%

(19%)

(25%)

計画

実施率 平成26年度 平成27年度 平成28年度

(99,184)

(1,581)

(7,138)

【凡
例
】

平成29年度

(27%)

(20%)

(19%)

39%

4%

35%

52%

56%

55%

9%

39%

10%

0.1%

1%

0.04%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋 梁

ト ン ネ ル

道路附属物等

【近畿 全道路管理者分】

(80,912)

(1,063)

(5,568)

【近畿 全道路管理者分】



県・市町職員の技術向上 近畿地方整備局
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【橋梁補修研修会【国道1号守口高架橋】

【日時】：平成31年２月７日（木）

【場所】：大阪府守口市大日町～佐太西町

【行程】：第１部 座学 橋梁補修の概要

第２部 橋梁補修工事 現場見学

【参加者】 堺市・高石市・池田市・柏原市・松原市・岸和田市

大東市・守口市・高槻市

【研修内容】
《第１部：座学》
・橋梁の概要 ・工事の概要 ・コンクリート橋の補修
１・補修・補強の定義 2・補修の流れ
3・補修設計の基本 4・補修工法の種類
5・コンクリート部材の補修工法フロー
6・当工事における補修工法選定

《第２部：施工現場見学》
・ひび割れ注入工（注入量確認）・断面修復工
（鉄筋の裏側まで修復）

大阪国道事務所

平成31年２月７日

ｰクラック注入の説明ー

ｰ概要説明ー

ｰコンクリート橋の断面修復の様子ｰ

大阪府道路メンテナンス会議の主催により、道路や橋の維持管理を担
う自治体職員への技術支援を目的とした現地研修会を行いました。橋
梁補修工事施工の品質管理の方法について活発な議論を行いました。

【打診点検の様子】

２２名参加



老朽化対策（事例） 福井県 近畿地方整備局
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一般国道３０５号（福井県福井市長橋） 長橋（ながはし）

塩害による主桁の損傷

補修

●１９７６年建設（４０年経過）

●本橋は海岸に面して建設された橋梁であり、潮風にさらされることにより、コンクリート内部

に塩分が侵入し、コンクリート内部の鉄筋が腐食する塩害が発生しました。

●主桁の鉄筋が塩害により錆びると、荷重に抵抗する耐荷力が小さくなり、落橋につながる

ため、平成２５年度から補修工事を行っています。



老朽化対策（事例） 滋賀県 近畿地方整備局
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国道１６１号BP（滋賀県大津市）坂本高架橋
コンクリート橋の損傷

補
修

補
修

●国道161号バイパスを支えるコンクリート製の橋脚に大規模なコンクリートの剥落が生じてお

り、錆びた鉄筋が露出しています。

●鉄筋の腐食が進行すると、さらにコンクリートの表面が剥がれ落ちる恐れがあります。

●補修としては、コンクリートの劣化部を除去し断面修復材で復元したり、コンクリート面に

保護塗装を塗って劣化しないようにしました。



老朽化対策（事例） 奈良県 近畿地方整備局

148

新天辻トンネル（ｼﾝﾃﾝﾂｼﾞﾄﾝﾈﾙ）（一般国道１６８号）五條市大塔町

施
工
前

完
了

施工前
炭素繊維シート 断面修復工

西吉野トンネル （ﾆｼﾖｼﾉﾄﾝﾈﾙ） （一般国道１６８号） 五條市西吉野町

【施工後】はく落防止対策【施工前】

補修



老朽化対策（事例） 兵庫県 近畿地方整備局
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老朽化対策（事例） 和歌山県 近畿地方整備局
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一般国道４２号（和歌山県串本町） 篠浦高架橋（しのうらこうかきょう）

ＰＣ橋の鋼線の破断

※ＰＣ橋（プレストレスト・コンクリート橋）：鋼線を用い通常の鉄筋コンクリートに比べて強い荷重に抵抗できる橋梁である。
国内の新設コンクリート橋のほとんどがこのタイプである。


